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令和４年第２回 邑南町議会定例会（第４日目）会議録
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令和４年第２回邑南町議会定例会議事日程（第４号）

令和４年３月16日（水）午前９時30分開議

開議宣告

議事日程の報告

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 一般質問
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令和４年第２回 邑南町議会定例会（第４日目）会議録

【令和４年３月16日（水）】

―― 午前９時30分 開議 ――

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 開議宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） おはようございます。これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布をしたとおりでございます。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第１ 会議録署名議員の指名 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。３番野

田議員、４番日高議員、お願いをいたします。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 日程第２ 一般質問 ）

●石橋議長（石橋純二） 日程第２、一般質問。昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。それでは、通告順位第５号和田議員、登壇をお願いします。

（和田議員登壇）

●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） ７番、和田議員。

●和田議員（和田文雄） 皆さん、おはようございます。７番和田文雄でござい

ます。本日は議長の許可を得て、こうして一般質問に立たさせていただきました。

ありがとうございます。さて、本日は３月１６日何の日かというと、語呂合わせで

３１６、財務の日だそうでございます。なぜ、財務の日、３月１６日かということ
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は、昨日まで確定申告がございました。次の日ということで、財務の日と語呂合わ

せで作られております。皆さんもですね、申告が昨日で終わって、国民の義務であ

る納税、正しい申告をして、また正しい納税をされたんじゃないかと、思っており

ます。それでは早速質問に移りますが、私は通告しております、森林林業木材産業

の施策についてということでございます。邑南町の森林を、将来の世代に引き継い

でいくために、活力ある森林づくりや災害対策をさらに進め、森林資源の循環利用

により、林業また木材産業の成長産業化が実現できるよう、生産流通体制の強化ま

た木材化などによる、邑南町の木材の販路拡大、森林づくりを担う人材の確保、育

成などの支援は不可欠ではないかと思っております。このような中で、２０２０年

１０月、政府は２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体にゼロにするという、

カーボンニュートラルを目指すことを宣言されました。カーボンニュートラル達成

のためには、温室効果ガスの排出量の削減、吸収作用の保全及び強化をする必要が

ございます。近年国内外で様々な気象災害が、発生しております。気候変動問題と

の関係を明らかにすることは、容易ではございませんが、気象変動に伴い今後、豪

雨また猛暑のリスクがさらに高まることも、予想されております。日本において

も、農林水産業、水資源、自然の生態系、また、自然災害、健康、産業、経済活動

等の影響が出ると指摘もされております。こうした状況は単なる気候変動ではな

く、我々人類やすべての生存基盤を揺るがす、気候危機ともいわれております。気

候変動の原因となっている温室効果ガスは、経済活動、日常生活に伴い排出されて

おります。国民一人一人の衣食住、移動といったライフラインに起因する温室効果

ガスが、国全体の排出量の６割を占めているという分析もあります。カーボンニュ

ートールの実現に向けて、誰もが無関係でなく、身近なことから取り組むことも求

められております。将来の世代も安心して暮らせる持続可能な経済社会をつくるた

め、今からこのカーボンニュートラル、脱炭素化に向け、実現に向けて取り組む必

要があるのではないかと、思っております。こういった国の方向性のもと、邑南町

は令和３年３月、ゼロカーボンシティの宣言をいたしました。この宣言は、国内で

２９１番目の自治体となっております。当時の環境大臣からもですね、このように

わが国としてのパリ協定の目標達成に向け大変心強く感じております、というよう

なメッセージもいただいております。先駆的取り組みとして評価するものであり、

町の体制として賛意を抱くとともに、我々も意識を持って取り組むことを求められ

ていると、改めて思いをいたすところでございます。私は過去、農業をはじめとし

た一次産業について、町の質疑提案を行ってまいりましたが、やはりこの領域にお

いて宣言の実現を図ることが、町において適切かつ必要なことと思うところでござ
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います。こうした宣言の実現を目指すとき、邑南町の現状を捉えることが必要とな

ります。そこで、邑南町の森林面積約３万６，２５０ヘクタール。町面積の８６．

５％を占めており、その森林は公益的機能としては、水源の涵養、土砂災害の防止

の役目を担うとともに、環境の維持または保全に多大な役割を担っております。ま

さしくカーボンニュートラル実現の手立ての、最有力要素がここにあると思いま

す。森林により貢献を求めるについては、川上においては適切な間伐、伐採、また

伐採後の着実な再造林による森林の若返りを図るとともに、川下においては、建築

物において木造化または木質化の推進をすることで、実現は可能性が高まるではな

いかと思っております。カーボンニュートラルを難問ととらえず、逆に宝の山と捉

えることで、ずいぶん方向性に豊かさを感じられるのではないかと、思っておりま

す。これについては邑南町合併以来町長の先見性から、森林活用の理念が随所に発

揮されており、建築物や木製品において木材利用の積み上げは多く、多くの町民に

木材の良さとして伝わり、好感をいただいていると思います。とすれば、やはり町

民が感じている木材の良さを、カーボンニュートラルという環境保全に貢献すると

いう意識へ高めていくためにも、今まで以上に、町は森林への関わり方を、工夫し

なければならないのではないでしょうか。植えて、育てて、切って使って、また植

えるといった一連の流れ、その一連の流れこそ、町の特性をいかした関わり方があ

るのではないかと、町民を巻き込んで取り組みをしていただきたいと、思っており

ます。今まで述べたこの取り組みにおいては、邑南町も様々な取り組みを展開して

きていることは承知しております。平成２４年４月に、邑南町木材利用基本方針が

定められました。また、平成２８年には、木育のプランによるウッドスタート宣言

もされました。この取り組みの核としては、２９年から誕生された子供さんに、邑

南町産材の木製品を贈って誕生を祝うとともに、また木に触れてもらうことによっ

て、子供さん並びにお子さんの感情豊かな環境の創造を願うこととしてございま

す。さて、基本方針においてでございますが、公共建築物における木材利用の促進

に関する法律に基づく、公共建築物における利用促進の意義、または利用目的、そ

の取り組み、その他利用を推進する上で必要な事項が定められております。意義に

ついては、町が公共建築物において率先して木材の利用することにより、森林の保

全と木材利用の両立を推進するとともに、その効果に関する町民の理解を深めると

あります。また、木材需要は森林の適正な整備に繋がり、地域経済の活性化と雇用

創出を図ることと期待されております。その解釈としては、林業において川上から

川下へといった循環をとおして、町民に木の良さを実感してもらう場所の提供、ま

たその実感からまた、住宅、木製品などの利用の拡大によって、我々を取り巻く森
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林の重要さを森林の重要性への気づきを促すことと、それに合わせて、その生業に

携わって人を増やすことで、しっかりとした産業に育てることをうたっているのだ

と、基本方針にうたっておるのだと思います。それを受けた、この木造について

は、耐用年数や耐火を主眼に置いた建築物に対する反省を踏まえ、木材利用を促進

を図るとしております。さらに、木材を利用する公共建築物が列挙され、あらゆる

分野で木材利用に努めると付言されております。次に取り組みとしては、方針及び

計画策定、供給体制の整備にも言及し、効果的な水準を図るとされております。言

うまでもないことですが、ここで木材とは町で育ち、切り出されたもので地元産材

という名称を与えられております。さて、ここで邑南町が木材利用基本方針を掲げ

られてから９年が経過しました。その間、基本方針の進捗状況をお尋ねいたしたい

と思いますが、まず最初に公共建築物の新築、増築または改築を行う場合は、原則

地域産材を使った木造化を図ると、またすべての施設において内装等に積極的に地

元産木材を使った木造化を図るとされております。その間の公共建築物の数、また

は構造、規模、木材の使用状況について、またあわせて、その木材における地元産

木材の使用量についてお伺いいたします。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 公共建築物の数、構造、規模及び木材の使用状

況、地元産材の使用量についての、御質問でございます。平成２４年４月に定めま

した、邑南町木材利用基本方針につきましては、先ほど和田議員が説明をいただき

ましたとおりでございます。その趣旨にのっとりまして、平成２４年度から令和２

年度までの９年間で、新築の木造公共建築物としましては、全部で２４施設、延べ

面積が合計５，４０７．３２平方メートル、木材使用量合計１，２４７．０６立方

メートルとなっております。このうち島根県産材は約８５％の１，０５３．７９立

方メートル。町産材は約７７％の９５８．６４立方メートルの木材を使用しており

ます。改築におきましては、昨年度、霧の湯において、内装や外構工事などに町産

材を６．８２立方メートルを使用している状況がございます。

●和田議員（和田文雄） はい、議長。
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●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。

●和田議員（和田文雄） はい。ありがとうございました。次の２番目でござい

ますが、公共土木工事においては、木の持つ特性に留意し、積極的に地元産木材を

活用すると、その間の公共土木において、地元産木材を使っての工事の現況につい

てお伺いいたします。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 公共土木において、木材を使用しての工事の現

状についてのご質問でございます。県営の林道や治山ダムなどの公共土木工事を中

心に、法面保護のための間伐パネルや、木柵工、コンクリートの型枠、バリケード

や表示看板などに木材を使用している実績があり、木材利用が可能な範囲で、その

使用が進められているという認識をしております。

●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。

●和田議員（和田文雄） はい。ありがとうございました。続きまして、３番目

調達する物品については、木の特性や環境にやさしい自然素材であることから、地

元産材を使った物品を積極的に利用するとされておりますが、現状についてお伺い

いたします。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 調達する物品について、環境にやさしい自然素

材という観点から積極的に利用されているのかという、御質問でございます。物品

につきましては、価格的な面や木材を使用した商品の有無などの点から、調達する
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ことがなかなか難しく、利用が進んでいるという状況ではございませんが、ベッド

や公園のベンチ、また、コロナ感染対策のための飛沫防止用パネルなど、可能な範

囲で地元産材を使用した物品の調達を、行っているところでございます。

●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。

●和田議員（和田文雄） それでは、続きまして４番目の地元産木材の利用に対

する町民の理解を深めるとともに、経済波及効果を高めるため、民間事業者が整備

する公共建築物に準ずる施設、住宅、店舗、事務所等の施設においても、地元産材

の積極的な利用を促進するとあります。民間建築物の木材使用状況について、お伺

いいたします。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 民間建築物の木材使用状況についての、ご質問

でございます。民間建築物につきましては、木材の使用状況の把握はしておりませ

んが、邑南町木材利用基本方針において、民間建築物の取り組みにあたっては木材

利用の意義などを深め、民間事業者のニーズを把握し、木材の供給、利用方法の提

案、安定的な供給体制の構築などに、町は努めることとしております。これまで同

様に、公共建築物への積極的な木材利用を町が率先して行うことで、木材利用の意

義を町民の皆様に伝えていくとともに、木材協会などと連携をして、町産材を使用

した建築資材のＰＲに努めていく必要があると、考えております。また、町内事業

者による木材の安定的な供給体制の構築に向けて、森林環境譲与税の財源などを活

用しながら関係事業体と意見交換を進め、より効果的な支援策を検討してまいりた

いと考えております。

●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。
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●和田議員（和田文雄） 今この四つの質問については、公共施設における木材

の利用、これやっぱり邑南町の地元産材の、基本方針が制定されておりますので、

健全な発展を図っていただきたいのと、やはり、木材の利用の促進は、林業、木材

産業の活性化、またこの森林の適正な整備、保全推進に大変重要であると思ってお

ります。木材の自給率の向上などに繋がることから、積極的に推進していくべきと

考えますが、そのために、この目標があるんでございますので、また、今後推進し

ていかれるよう、よろしくお願いいたします。と同時に、この町にとって森林資源

の活用は、事業をする上で重要な要素と考えられておりますが、これ農林振興課の

みの取り組みではなく、各課の取り組みの姿勢が必要ではないかと、思っておると

ころでございます。以上、続きまして５番目の、冒頭木材利用の取り組みのところ

で少しは触れましたが、この基本方針では、地元産の利用と地元に限定した、この

表現となっております。しかしながら、木材利用推進を必要事項においては、地元

産材の認証制度と、また、利用促進制度の検討となっているが、その事項はその後

の状況についてと、今後の取り組みについて、この認証制度をどのように、今どの

ような状況なのか。また、今後の取り組みについてお伺いいたします。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 地元産木材の認証制度と、利用促進の検討状況

と、今後の取り組みについての、ご質問でございます。町産材の認証につきまして

は、現在江の川木材共販市場や町内の製材所において、証明する方法で行っている

ところでございます。また、利用を促進していくための検討状況につきましては、

素材生産業や製材所、木材市場などの関係者に加え島根県の林業普及員なども交え

て、協議しながら検討を進めているところでございます。現在、町として進めてお

ります、ゼロカーボンシティーの取り組みの促進においても、木は成長する段階で

二酸化炭素を吸収し炭素がない上貯蔵され、燃やすなどするまでその炭素は固定さ

れており、木材や木製品として使用されている間も貯蔵し続けるとされております

ので、木材利活用は必須事項であり、利用促進に向けた取り組みは、大変重要なも

のと考えております。引き続き関係者と協議検討を進めながら、さらなる木材の利

用促進に向けて、取り組んでまいりたいと考えております。
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●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。

●和田議員（和田文雄） それでこの認証制度という文言がございますが、この

認証制度を設定するにおいて、メリット、デメリット、このようなものがあるのか

ないのか、お願いいたします。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 認証につきまして、メリット、デメリットにつ

いての御質問でございますけれども、邑南町木材利用基本方針に定められました、

意義や目的の達成のために、認証を受けた町産材を利用しているということを広め

ながら、町産材を今後も町内全体官民をあげて利活用を進めていくということにお

いて、認証につきましては意義のあるものであるというふうに思っております。

●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。

●和田議員（和田文雄） 島根県はこうして、しまねの木認証というものを掲げ

ております。趣旨とすれば、やはり、製材需要の大半を占める木造住宅の減少、ま

た、木材価格の低迷により、県内木材関連業界は厳しい状況におかれております。

これに伴う林業生活活動に対する意欲の減退等、その減退等から、管理が不十分な

森林が増加しておるということでございます。森林を適正に管理し、また公益的機

能の持続的な発揮を期待するためには、住宅を初めとする木材関連産業の活性化に

より、地域の木材の利用を促進すると、また、森林自然の循環利用を促進すること

が、重要であるとうたっております。ということで、産地の明確な木材の製品を、

しまねの木として認証して、安定供給するためのシステムを構築しておる、という

ことでございまして、やはりこれは邑南町の認証制度を作ることによって、この付
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加価値をつけると、そういうことによって、地権者もいい木に育てなくてはならな

い。それによって、地域の邑南町の事業者が、その木材を買って切って、その木材

を邑南町の製材所で製材する。これが町産材として、この邑南町の木の認定だろう

と思います。今はこの邑南町の木を町以外、要するに、この近くでは、大田のほう

に、この町産材の木を持って行っても、そこで製材しても、邑南町産材として使用

されるんじゃなかろうかと思います。ということで、付加価値をつけるためにも、

やっぱりこの認証制度というのは重要なことではないかと思います。また、検討の

ほう、よろしくお願いいたします。続きまして、邑南町は基本方針のもと、このた

び道の駅の瑞穂の再生整備事業、また研修施設の邑学館の新館別棟の建築事業、石

見中学校の建て替えを計画しておりますが、この事業には、大量の木材を使用する

必要があるのではないかと、思っております。これにしても公共建築物の新築を行

う場合の基準はあるものの、原則、地元産材を使った木造化を図ると。また、すべ

ての施設においては、内装等に積極的に地元産木材を使った木質化を図ると、いう

ように定められております。昨年１２月、この木材関係者と意見交換をした際にで

すね、やっぱり木材利用においては、製品になるまで時間を要すると。現在はこの

機械による乾燥が主流とはいえ、過去の家づくりの話からも、やっぱりこの伐採し

て製品にするまで３年４年はかかるということだそうです。そこで、道の駅瑞穂再

整備事業、研修施設邑学館の新館別棟の建築事業、また、さらには石見中学校の建

て替え工事に対して、この邑南町は木材調達スケジュールの実効性は確保されてい

るのかお伺いいたします。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 大型公共建築工事について、木材調達スケジュ

ールの実効性が確保されているのかという御質問でございます。複数の大型公共建

築工事が同時期に計画されていることから、木材の調達に関しまして、大変困難な

状況であることは、予想されているところでございます。農林振興課としまして

は、それぞれの担当課へ木材調達に関する情報提供やスムーズな調達に向けての方

法など、これまでも提案を行ってきたところでございます。また、昨年からのウッ

ドショックの影響により、木材の確保が困難となる状況も予想されることから、木

材が確実に調達できるよう、令和４年度から町有林の伐採などを計画をしていると
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ころでございます。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 大型建設事業における、木材の調達スケジュ

ールということでございます。先ほど、木材利用基本方針の方ほうで公共建築物、

新築、増築等には、そういったものが定められていて、木造化あるいは内装に木質

化ということです。地域みらい課のほうで、今進めております道の駅瑞穂再整備事

業、それから研修施設邑学館の建設についてですけども、建物の用途使い方等です

ね、柱と柱の間隔を広くとることが重要となるというような建て方になります。で

すので検討を重ねた結果、非木造による建築様式を採用することとしております。

一方で、木材の利用促進、施設利用者に対しての木のぬくもりを伝えることである

とか、内装材による木質化、それから、カウンター、机など、家具、什器への利用

の検討を進めているというところでございます。道の駅瑞穂再整備事業及び研修施

設邑学館につきましては、新型コロナウイルス等、海外も含めた情勢の影響もある

ことから確約はできませんが、ともに建物の構造が非木造でありまして、木材を使

用する箇所が内装ということになりますので、施工スケジュール中で、現場への木

材の搬入が必要なタイミングまで、時間があるということでありますので、調達ス

ケジュールは、施工期間内に盛り込むことができるというふうに考えております。

○高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学校教育課長。

○高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 石見中学校の改築工事に対しての、調達スケ

ジュールについてのご質問でございます。現在石見中学校につきましては、実施設

計の中で木材の利用も計画しており、また教育委員会としても町産材を利用するよ

う指示もしております。令和４年度からいよいよ改築工事となります。木材調達の

スケジュールについて、工事着工後の工程の中でも確認していきますので、計画的

に実行していきたいと、考えておるところでございます。
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●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。

●和田議員（和田文雄） 今の答弁では、道の駅再生事業については非木造だ

と。そのかわりこの中身は、内装については木材を使うということ。それでこの邑

学館については、木材を使用すると。石見中学校においては、一部木材の利用とい

うことがございますが、これに関連して２番目の、近年は集成材というのが、この

志向が高まっておると聞いております。製品として購入となると、地元木材関係者

は、事業においては蚊帳の外状態になるということをよく聞きます。というのもや

はりこの集成材を取り寄せることによって、邑南町の木は使用されなくなるという

ことで、地元関係者も危惧しておられるところがございます。町としてこの状況を

ですね、どのように考えておられるか、お伺いいたします。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 集成材につきましての、町の考え方についての

御質問でございます。先ほど和田議員おっしゃいましたように、公共建築物でも、

特に大型の建築物につきましては、その構造上集成材を使用しなければならない状

況が、多くなっております。集成材を調達することになれば、町内では製造ができ

ないため、町外の事業者へ依頼することとなり、地元の木材関係者は、集成材に必

要な材料の調達を、行うこととなります。集成材を製造する過程においては、設計

者と集成材の製造業者との打ち合わせにより、規格等が決定されるため、地元の木

材関係者は関わることができないところもあろうかと思われますが、材料の調達に

関しては、その一翼を担っていただく必要があるため、大型公共建築工事に対し、

地元の木材関係者の皆様には、御協力をいただきたいと考えております。また、公

共建築物を設計する際には、強度計算などにおいて、集成材を使用することで、設

計が行いやすい面もあろうかと考えられます。先ほど申し上げましたが、構造材と

して使用する集成材は、町内で製造することができず、遠方の工場まで材料を運搬

して、製造することになります。その輸送に伴ってにＣＯ２が排出されることか

ら、輸送距離を短縮することは、ＣＯ２排出を抑えることに繋がりますが、遠方に
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運搬して製造することは、ＣＯ２排出を抑える上で望ましいことではないため、で

きるだけ町内もしくは近隣で製造できる材料を使った設計にしていただくよう、農

林振興課としましても働きかけていく必要があると、強く感じているところでござ

います。全国的には、一般に使用されている規格の材木を使用し、ある程度大きな

建築物も建築されている事例もございます。そういった事例も研究しながら、本町

においても、より多くの町産材を活用した建築物をふやすよう、努めてまいりたい

と考えております。

●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。

●和田議員（和田文雄） はい。ということでですね、集成材はこの邑南町では

生産できないと。また、この邑南町の木材を集成材の加工場に持っていくには、コ

ストやまた輸送費がかかるということで、現在は町の木材は集成材には使用できな

いと、使用しないと。町の木材、要するに集成材には、邑南町の木材は使用してい

かないと。もうちょっと、そのことをちょっともう１回、答弁お願いします。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 改めて申し上げます。集成材を調達することに

なれば、町内で製造できないため、町外の事業者へ依頼することとなりますが、地

元の木材関係者は、集成材に必要な材料を調達を行うこととなります。以上でござ

います。

●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。

●和田議員（和田文雄） はい。ありがとうございました。私の勘違いでござい

ました。それでは、続きまして新規就農者の確保、人材の確保、また人材の育成に

ついての取り組みについて、お伺いいたします。昨今森林所有者の高齢化、また、



- 15 -

高齢化の不在地主、世代交代が進むとともに木材価格の低迷等により、この所有者

の森林意欲の低下、また投資意欲の減退などの山離れが進んでおります。この現在

の林業木材産業の体力の低下、また他産業と比べ労働条件または労働環境の改善が

遅れにより、十分確保できていないというのが今の現状でございまして、豊富な森

林資源を有していながら、このチャンスをいかすことが今現在できておりません。

その一方で、森林整備に関する事業は増加しており、担い手の確保と、また技術者

の養成の取り組みが急務となっているところでございます。ここで邑南町森林整備

計画が、令和２年４月１日に示されております。取り組み方針としては、多くの林

業事業体にとって、新規就農者のさらなる確保が喫緊の課題でございます。町内の

矢上高校、また石見養護学校、近隣の高校、農林大学校とともに連携した人材の育

成、確保に向けた取り組みについて検討しておられると思いますが、新規就農者の

確保、人材の育成の取り組みについてお伺いいたします。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 林業を担う人材の確保、育成についての御質問

でございます。和田議員おっしゃいましたように、現在、林業を取り巻く状況の中

で、担い手不足は全国的に大きな課題となっており、本町としましても林業従事者

の育成確保に、全力を注いでいかなければならない状況となっております。国や県

においても、様々な就労支援の助成制度や、島根県立農林大学校の林業科定員枠の

増、短期養成コースの設置など、人材の育成に向けて取り組まれているところでご

ざいます。これらの取り組みと連動し、本町としましても、国、県の支援策を補い

手厚くする支援として、今年度より、新規就労者や新規就労者を受入れる事業体へ

の、助成制度を新設いたしました。このような取り組みを進めながら、林業事業体

や就労者の意見を聞き、支援策の効果等を検証するとともに、県などの関係機関と

連携をし、今後も引き続き林業の人材育成確保に向けた取り組みを、進めていきた

いと考えております。

●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。残り時間が１０分となっておりま
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す。

●和田議員（和田文雄） はい。今後ともですね、国の支援策、関係機関と連携

をとっていただきまして、この就労者の確保、また人材の育成には取り組んでいっ

ていただきたいと思っております。続きまして、森林環境譲与税についてでござい

ますが、３番目は令和３年度の事業の効果については、割愛させていただきます。

令和４年度の事業の計画、内容についてお伺いいたします。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 森林環境譲与税を活用した事業について、令和

４年度の計画内容についてという御質問でございます。令和４年度の事業計画及び

内容につきましては、令和３年度と大きな変更はないものでございますが、まず、

森林整備につきましては、森林経営管理制度の実践として、森林所有者への意向調

査等の推進、間伐、侵食、路網整備への支援、集落で行う集落周辺の里山整備への

助成など、適正な森林環境の保全に向けて、取り組む計画としております。人材育

成、担い手確保につきましては、新規就労者への支援と林業就業者の技術向上に向

けた研修会等への助成を行い、担い手不足の解消に向けた取り組みを進めていく計

画としております。また、森林資源の利用促進の取り組みとしましては、薪ストー

ブ設置等の助成や、集落等による町産材を活用した施設修繕に対する助成のほか、

木材流通システムの整備に向けた実証実験などを計画しております。令和３年度に

おきましては、本町において、森林環境譲与税を活用して川上から川下まで幅広い

事業を進めてまいりました。これにつきましては、県内でも優良な事例として、県

からは評価をいただいているところでございます。

●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。

●和田議員（和田文雄） ただいま、この令和４年度の事業について、ご報告あ

りましたが、やはり町民の関心のあるこの事業、やはりこの集落周辺の里山整備事
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業支援、それと薪ストーブや薪ボイラーなどの導入支援、これが町民さんは関心が

あって人気があるんじゃなかろうかと、ということで、この集落周辺里山整備の支

援については、３年度も５００万円。４年度も案として５００万円の事業費がつい

ておりますが、これ上限が５０万だったと思いますが、それで、３年度はこの報告

によりますと、２１自治体集落が里山整備への支援を受けられたということでござ

います。これ、いい支援なのでこれは是非とも５００万を１，０００万にしてもで

すね、１２５集落ある全部早くいき渡して、全集落に里山も整備してもらいたいと

いうような感じでおります。よろしくお願いいたします。以上で質問は終わります

が、こうして今まで大型案件はもとより、国や県の突発的な案件に対する対応する

ためにも、木材のスケジュールについては、とりわけ材の調達と乾燥及び保管につ

いては、町が主体的に進める必要があるのではないかと思います。また、町産木材

が適正価格で入手できる財政づくりは、公共建築物のみならず町民の使用にも繋が

り、基本方針に沿えると考えております。また、町の基本方針の遂行における、本

気度は町長の発言もさることながら、各課の推進意欲、各課の連携が求められるの

ではないかと思っております。そこで、町長にお伺いいたしますが、町の主体的な

取り組み支援策について、町長の御見解をお願いいたします。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） ただいま和田議員から、木に対する熱い思いを、１点

に絞ってお聞きをさせてもらいました。おっしゃるように、町内の有効な資源の中

で、林野率といいますか、それが８６．５％を占める、山をどういかすかっていう

のは、カーボンニュートラルを宣言した町としては、非常に大事な視点だろうとい

うふうに思っておりまして、一層その取り組みを加速していかなきゃならないなと

いうふうには思ってます。そういうことになりますと、やはり、いろいろやってい

ただいてる事業体、あるいは裏付けとなる財源、これをどういうふうにしていくか

ということでありますが、邑南町の事業体一つとってみても、森林組合さんである

とか自伐型の林家さん５０名いらっしゃるそうであります。あるいはみずもく協同

組合、あるいは江の川木材共販とか、それから、この小さな町でも製材所が数社あ

るということは、大変これは強みでもあるというふうに思います。今申し上げた、

これだけの役割を持ってやってらっしゃる事業体がある町っていうのは、そうそう
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ないというふうにも思ってます。そういう意味では、そういった方々とのしっかり

御指摘のあったとおり、何をするのかというところを十分に話し合いながら、連携

して進めるということが一番大事なのかなと、こういうふうにも思っております。

先般もこういった方々から要求があった中間土場、これについてももうすでに着手

しておりますし、それから財源でございますけども、令和４年度は５，６５９万

４，０００円いただいてる森林環境譲与税をしっかり使っていくと、御案内のよう

に、こういった多額の額が、町におりてもほとんど使い切ってない。むしろ基金に

まわしてるということが、今全国的にも問題になっている中で、課長も答弁しまし

たように、森林整備あるいは人材育成、担い手確保、木材の利用促進、あるいは普

及啓発、そういったところへ、分野分野にしっかりこの５，６５９万４，０００円

を予算化しているということについては、御理解いただけるんではないかなという

ふうに思ってます。最後に大型事業等々の関係でありますが、道の駅とか石見中学

校が控えてるわけですけども、答弁をしましたように集成材となりますと、やはり

町内のいろんな課題があるんだろうというふうには思ってます。さらには商工業の

中には、いわゆる、鉄骨を扱ってらっしゃる業者の方々もいらっしゃるわけであり

まして、私としてはなるべく主要な構造物は鉄骨にして、しかしながら、木のぬく

もりのある建築物というところで、内装材をしっかり町産材として扱っていきたい

なと、こういうふうに今思っておりますので、御理解を賜りたいというふうに思い

ます。

●和田議員（和田文雄） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、和田議員。

●和田議員（和田文雄） 町長ありがとうございました。それでは我々は木に寄

り添って、木に生かされて生活していることに心から感謝し、一般質問を終わりと

いたします。ありがとうございました。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、和田議員の一般質問は終了いたしました。ここ

で休憩に入らせていただきます。再開は、午前１０時４５分とさせていただきます。

―― 午前 10時 31分 休憩 ――
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―― 午前 10時 45分 再開 ――

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。続きまして、通告順位第６号、平野

議員、登壇をお願いします。

（平野議員登壇）

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） ６番、平野議員。

●平野議員（平野一成） 皆さん、おはようございます。６番、平野一成でござ

います。令和４年３月議会にあたりまして、議長の許可を得まして、一般質問をさ

せていただきます。今回は２点通告をさせていただいております。１点目は、コロ

ナ感染拡大の影響を受けた、町内の事業者への手当の方針ということ。それから２

点目は、町内のデジタル化に関して、ギガスクールを進める学校の現状、それから

町内のデジタル環境整備に向けての方針について、お尋ねしたいと思います。昨年

末から本町におきましても、新型コロナオミクロン株感染が急拡大をしましたが、

町の迅速な対応、それから医療関係者の皆様、保健福祉関係者の皆様、並びにエッ

センシャルワーカーの皆様方の御努力には、大変感謝を申し上げたいと思います。

島根県におきましても、初のまん延防止等措置がとられました。本町におきまして

も、大変な数の陽性者が報告をされました。現在は少しずつ、この感染の波を落ち

着いてきているところですが、まだまだ予断を許さない状況であろうというふうに

思います。最初に、通告の１番目、コロナ感染拡大の影響を受けた町内事業者への

手当の、今後の方針はというところですけれども、実は昨日の奈須議員と全く同じ

質問となりました。昨日の奈須議員の質問に対しまして、答弁をされておられます

けれども、昨日の今日ですから、そんなに変わってはないと思いますが、改めても

う一度、答弁をお願いしたいというふうに思います。

○寺本商工観光課長（寺本英仁） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、寺本商工観光課長。
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○寺本商工観光課長（寺本英仁） 今年に入っての町内での感染拡大や、まん延

防止等特別措置適用による町内事業者への影響を、どのように認識しているかとい

う御質問ですが、年末年始においては、全国的にも緊急事態宣言等の発令はなく、

町内でも感染者情報は少なかったため、経済状況は少しずつ上向いていくものと感

じていましたが、１月１１日に町内での感染者が確認された以降、連日のように町

内での感染者が確認され、島根県では、１月２７日から県全域でまん延防止等特別

措置を適用されました。昨日の奈須議員の一般質問でもお答えしましたが、まん延

防止期間中は、飲食店に営業時間の短縮等の要請があり、多くの飲食店での酒類の

提供は行わないことから、夜の営業をやめられたことやめられたと認識しておりま

す。その影響で、酒造会社や酒の販売店、タクシー業なども大きな影響を受けたと

認識しております。したがいまして、商工会とも連携しながら、さらに状況把握に

努めていく必要があると考えております。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） はい。さらなる状況の把握を努めてまいる、というこ

とでございました。それで昨日の奈須議員の質問の答えにもありましたけれども、

いわゆる国でありますとか、県からの支援というもの、それから、県の方向性、県

の判断について述べられておりますけれども、結局、町内の詳細なことについて

は、今後、検討、調べていくということでありました。ただし、今年の１月からの

この町内の事業者さんの状況というのは、今後調べるというんでは私は遅いと思う

んです。今現在、本当に苦しんでおられる方がいらっしゃる。国から県の支援があ

るからということではなくて、やはり町として、このいわゆる苦しんでおられる方

にどうやって寄り添っていくのか。そういうところがやはり答弁の中で、奈須議員

も求めていたのではないかというふうに思います。何か聞いておりますと、どうも

当事者意識といいますか、自分ごととしての感覚が感じられないんですけれども、

その点については、緊急な調査、緊急な現状把握というものをぜひ行っていただい

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

○寺本商工観光課長（寺本英仁） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、寺本商工観光課長。

○寺本商工観光課長（寺本英仁） 緊急の調査を必要ではないかという、御質問

でございますが、まず、まん延防止が終わりましたのが２月２０日ということで、

直近であるということでございます。その中で、一応概要のほうは商工会とも連携

をしていきながら、大体今申し上げたとおりの飲食店は打撃を受けて、それに関連

した産業が非常に受けているという状況を、把握をしております。ただ、どういう

ところに国の事業、それからそういった支援事業が活用されている中で、足りない

部分があるかというところは、詳細についてまだ把握しておりませんので、この点

につきましては、議員さんがおっしゃるとおり、早急に調査をして対策のほうを考

えていきたいと、思っております。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） はい。調査をして国の支援等で足らないところは、考

えていくということでしたけれども、それは町単独でそのへんを対処していくとい

うことで、よろしゅうございますか。

○寺本商工観光課長（寺本英仁） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、寺本商工観光課長。

○寺本商工観光課長（寺本英仁） 国の事業に足らないところがあれば、早急に

調査して支援をするのかという、御質問でございますが、至急、調査のほうを進め

まして、国の事業で、もし補えていない部分がございましたら、対応のほう考えて

いきたいというふうに思っております。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。
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●平野議員（平野一成） はい。しっかりとした調査をしていただいて、本当に

地域の実情というものを掴んでいただいて、それに対する支援というものを行って

いただきたいというふうに、思っております。今年に入ってのその影響というとこ

ろは、質問は終わりますけれども、２番目の質問で、昨年の１２月議会で奈須議員

に対する質問の答弁で、いわゆる令和４年６月以降の対処になるという答弁がござ

いました。正確な状況を把握して、公平公正を期すためには仕方のないことかもわ

かりませんが、あまりにもその時に困っておられる方、半年以上先になりますと、

もうその時点でもうどうにもならなくなったというような状況も考えられるわけ

で、やはりそうした危険性というものを考えながら、先ほど言いました、国や県の

支援もあったとしても、町として平常時の手続きではなく、緊急事態という意識を

持ってどんな小さなことでも結構ですので、町として対処できる部分をできるだけ

探していただいて、町民の皆さんが、気持ちの中でですね、町は私も見てくれてい

ると、しっかりと援助してくれるんだという、そういう雰囲気を作り出すことも、

町民との信頼関係を築く上で重要な部分ではないかというふうに思います。誰一人

取り残さないという、この理念に沿った、いろいろな施策のあり方を考えていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

○寺本商工観光課長（寺本英仁） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、寺本商工観光課長。

○寺本商工観光課長（寺本英仁） 昨年１２月の議会の質問に対する答弁で、コ

ロナ禍による影響の調査が、課税情報の確定を待って、来年６月以降に調査とは遅

いのではないかという御質問に対して、御説明させていただきます。コロナ禍にな

ってから、各議員様からも、支援対策事業者や支援方法などについても、多くの御

意見をいただいており、支援方法を検討する上で、調査方法について、商工観光課

でも検討した結果、売上金額を課税情報をもって調査することにしました。これ

は、コロナ禍になった令和２年以降様々な業種において、売り上げ減少等の影響が

出てため、その都度、国、県、町において、各補助金や給付金等の支援を行ってき

ました。こうした状況の中、売り上げ減少に対する支援が、どこまでどの業種に対

して支援できているのか、または支援が行き渡っていない業種はどこかなどを、客

観的に把握するために、売上金額の課税情報により調査を行うことにしました。し

たがいまして、令和３年の各事業所の課税情報の確定が、来年度の６月であります
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ので、それ以降の調査ということでございます。もしそういった今、先ほどの回答

がありましたように、今年に入ってまん延防止等の緊急事態がございましたら、そ

れはそれで、また対応していかないとというふうに認識をしております。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） はい。今の答弁で２番目のことにつきましては、納得

をさせていただきました。その上で、新しい今年になっての様々な被害に対して

は、丁寧に調査をしていただくと、そして早急に対処いただくということで理解を

しましたので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。３番目ですけれど

も、アフターコロナ、ウィズコロナ、今後ですね、の中で様々な事業を行う上で、

町内の事業者さんというのは、私は非常に大きな役割を担われる存在だろうと思い

ます。やはり、先ほども申しましたけれども、肌感覚によって、自分ごととして、

自分の感覚の中で、現実に寄り添った支援というものを、考えていっていただきた

いというふうに思います。特に、これから観光戦略の中で、関係人口を増やすとい

う取り組みをしておりますけれども、これは非常に、将来の人口に関しましても、

いろいろ貴重な取り組みだろうと思います。ただ、その関係人口が増えた場合に、

その人口をもてなすのはどなたか。私は町内の事業者さんだろうと思います。持続

可能な社会でありますとか、誰一人取り残さないまちづくりというテーマで、進め

ていかれますけれども、やはり、今ここに暮らしている人、それから、人口減少の

中でも必死になって、事業継承に努力をされている事業者の皆さん、そして、また

新たな生きがいを持って起業をされた、若い経営者の皆さん、こういう人たちをし

っかりと守って、支援していくという姿勢を、是非とも見せていただきたい。そう

でないと、持続可能どころか、将来に繋がらないということを、意識をしていただ

ければというふうに思います。景気は気であるとよく言われますけれども、先ほど

言いましたように、町民の皆さんが、町はしっかりと我々を見てくれているぞ、と

いう雰囲気を作っていっていただいて、今後コロナがどういう状況になっていくか

は、誰もわかりませんけれども、どんな状況になろうと、町民の生活は守っていく

んだと、そういう気概というもの、覚悟というものをできましたら、これは町長に

お聞きしたいなと思いますが、いかがでしょうか。
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○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） ２年間も続いてるコロナの状況でありますから、皆さ

ん方本当に全員が気が大変落ちてるというのが、ひしひしと感じられるわけでござ

いまして、議員ご指摘のように、ある意味では、ここは行政の出番ということでご

ざいましょうし、関連の団体と一緒になって、気を見せていくっていうことは、お

っしゃるとおりだろうというふうに思います。先ほどの、課長の答弁もあったわけ

でありますが、当然今回のまん延防止で打撃を受けてるところがどこなのかという

ところは、当然想像がつきますし、なおかつ、その周辺の方々っていうのも当然想

像がつくわけです。そうしたところは、おそらく一番打撃を被ってらっしゃるんだ

ろうと思います。したがって、全体がまとまってからというよりも、むしろ答弁も

あったんですけども、そういうところは早めに調査をして機動性を持って、対応し

ていくっていうことが大事なのかな。それが、気概を見せるということにも繋がっ

てくるだろうというふうに思います。昨日、奈須議員からも御指摘を受けたわけで

ありますが、今一番大凶を被っていらっしゃるだろうという、飲食業の方々の問題

でありますが、今現在でも、島根県内では東部と西部、隠岐と分けてですね、人数

制限を知事の方針のもとにやっている。東部は４人以下、西部と隠岐は８人以下と

いうことであります。今の県内のコロナの感染者の方々の状況見ますと、圧倒的に

東部が多いわけですね。やっぱりそれだと、我々としては不公平感を当然持つのは

私だけではないというふうに思います。昨日、奈須議員の御指摘もありましたもん

ですから、早速知事に直接というよりも、むしろ町の商工会の会長を兼ねていらっ

しゃる邑智郡選出の県議さんにすぐ電話をしてですね、議会からもこういう指摘が

あり私どもそう思ってると、あなたも一番よく実情わかっておられるでしょうとい

う話の中で、早速県議さんまとまってですね知事のほうに、そういう方針変更をで

すね変えてもらいたいと、もっと西部に対する手厚い考え方を示してくれというこ

とを、申し上げた次第であります。いずれ何らかの回答があるというふうに思って

おりますが、８人が、もっともっと緩和されるようになればいいのかなというふう

に、思っております。

●平野議員（平野一成） はい、議長。
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●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） はい。今町長も言われましたけれども、そういう条件

の緩和でありますとか、そういうところは確かに必要でございますし、それととも

にですね、やはり町内での皆さん方の意識改革、あるいはいろんな施策につきまし

ても、町民の心に寄り添った、町民と一緒にやっていくんだというようなところ

を、是非とも示していただいて、ぜひみんなでこのコロナというところを乗り切れ

れば、いいなというふうに思っておりますので、今後ともしっかりと施策を推進を

お願いしたいと、いうふうに思います。そうしましたら、２点目の質問に入りたい

と思います。ギガスクール構想推進の現状と、町内のデジタル環境整備の方針につ

いてと、いうふうにしておりますけれども、最初に学校のギガスクールの現状につ

いて、お聞きしたいと思います。ギガスクール構想に基づきまして、進められたタ

ブレット端末配布とその運用について、ご存知と思いますけれども、１月２６日の

山陰中央新報に、こういうネット環境やルールの未整備によるタブレットがいかさ

れずという、非常にショッキングな記事が出ました。記事の中には、本町の矢上小

学校の事例も掲載をされておりましたけれども、いわゆるインターネットが使えな

い環境があり、オンライン学習を見送ったという記事でございました。それで、こ

れにつきましても、昨日同じ質問を奈須議員がされまして、どう質問しようかと悩

んだところでありますけども、昨日の奈須議員の質問に対する学校教育課の答弁の

中で、少し確認をさせていただきながら、私の質問をしたいと思います。まずは、

こういうネット環境というところに対して、各学校の現状はどうなのか。それを教

育委員会として、どういう把握をされておられるか。細かい点は昨日聞きましたの

で、その中で家庭学習を進める上でのルールでありますとか、学校現場での現状、

課題というところ。そして、どういう手当が今後必要であろうと考えておられるか

を、お聞きしたいと思います。加えましてすいません、昨日の奈須議員の質問の中

からネット環境の普及率が、８０％から１００％近くというのがありましたけれど

も、この数字の差はどういうところが影響しているのか。また、ケーブルテレビ加

入促進助成金の利用率が、３７％という数字がありましたが、この数字はどういう

ものか。それから、いわゆる文部科学省から、要はできるだけ長期休校取らない方

向にという文言がありましたけれども、そういうことであれば、本来ネット環境の

ないご家庭で助成を受けられたご家庭には、逆にそういう整備をされた方は、逆に

期待しとったのに不満があるんじゃないかというような点は、どのようにお考えで

しょうか。
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○高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学校教育課長。

○高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議員ご質問の、まず最初に家庭学習を進める

上でのルールづくりの現状と課題、それから、今後どういう手当が必要と考えるか

についてお答えしたいと思います。まず、家庭学習を進める上での、ルールについ

てでございますが、これまでタブレットの使用について、貸出規程を作成し、学校

での使用や家庭での貸し出しについて、基本的ルールを定めました。また、学校や

家庭で使用する場合に、児童生徒や保護者にわかりやすく理解してもらうために、

小中学校でのタブレット活用のルール、１３項目の約束について定めております。

今後は、これまで家庭学習において、ペーパーで行っておりました学習を、保護者

の理解も得ながら、令和４年度からデジタルドリル学習に移行し、繰り返し学ぶこ

とや、英語などの発音学習、調べ学習によって個々の学習の進度と理解に応じた学

びを行うことができる取り組みを、進めたいと思います。今後の手当としては、情

報端末を使う中で、情報活用能力を高めることも重要です。情報化社会において、

何が正しく何が間違っているのかを、自分自身で判断する必要があります。情報が

溢れる世の中において、言葉や文書の表現の違い、着目する部分の違い、立場や性

格、経験や知識など、膨大な情報から正しい情報を読み取る力が必要となります。

小中学校の段階ごとの、情報活用能力を積極的に育成する指導も必要となります。

それから、昨日の奈須議員の中での、各学校のネットの普及率の差という部分につ

いてでございますが、正直、これに対しての答えは持ち合わせてはいないんです

が、それまでの最初の加入促進のところでの、すでにネットサービスとかされた学

校、また家によってですね、初めからそのネットを使うという目的で整備されたと

ころもあろうかと思います。そういったところが、差に出ているのではないかとい

うふうな推測されるのかなと、思っています。今回のギガスクールにあわせて、ネ

ットサービスというようなところの目的での差が出てるということではないのかな

と、考えるところでございます。それから、もう一つ、奈須委員からの御質問ござ

いました、助成金についてでございます。この普及率３７％報告させてもらいまし

たが、この３７％の率というのはですね、決して高い数字ではないと思います。こ

の差というのはですね、昨日の奈須議員のほうでも回答させてもらいましたが、そ

のあとの通信費のところが、一番のネックになったところなのかと思います。それ
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とあと、新規加入の方がこの助成金を使ってですね、約１２名の方が新規加入され

てますが、その時のですね工事費がですね、これも若干高うございます。これに対

して一部助成しかありませんでしたが、それもちょっと高いというところでの要因

で、あまり普及率が伸びなかったのかというふうなところは推測されるかと、思い

ます。確かに、そういったご家庭でのご不満等もあるかと思いますが、持ち帰り学

習をしてですね、調べ学習ということもですね今後必要なってきますので、その場

合ですね、家庭でもやっぱりそういった通信環境がないとですね、そういったこと

もできないかと思いますので、そこらへんのご不満は少しは和らぐこともあるのか

なと、考えます。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） はい。今の御説明の中で、やはりケーブルテレビ加入

促進助成金の利用率というところで、やはり通信費並びに工事費についての、やは

り抵抗感というか、そういうところがかなり大きな部分を占めているのかなという

ふうに、思います。それから昨日の奈須議員のところでもありましたが、いわゆる

ネット環境そのものを拒否されるというご家庭もあるように、伺っておりますけれ

ども、やはりこういうところを、今後学校で、いわゆるギガスクールの目的を達成

していくためには、どのように改善していかなければならないかというところは、

しっかりと慎重に協議をしていっていただければというふうに、思います。このこ

とにつきましては、私も外国語の学習なんかにつきましても、非常に期待をしてい

るところでございますので、できるだけ、しっかりと対策をとっていただいて、進

めていっていただければというふうに、思います。それから、２番目のネットを通

じたいじめなど、誹謗中傷防止対策への現状と今後の方針についてというところで

すけれども、昨年の１２月の総務教民常任委員会で、いわゆるこの話題について、

個人配布をされたタブレットでそうした危険性というものを議論したときに、そう

いう可能性はあるということでございました。それで、そのことに対しての注意喚

起はしておるけれども、防止するには大きな予算が必要で、その時点ではできてい

ないという答弁でした。委員会として早急に対処するようにという要望をしており

ましたけれども、その後の対処ということについて、お聞きできればと思います。
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○高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学校教育課長。

○高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 学校におけるタブレットを利用した、いわゆ

るネットを通じたいじめなどについてですが、まず最初にネット通じたいじめは、

外部から見えにくく、匿名性が高く、誹謗中傷がエスカレートしやすいなどの特徴

を、有しております。特にＳＮＳ等によるいじめは、大人の目に触れにくく、発見

しにくいため、被害者となる児童生徒や、その保護者の訴えにより、いじめが認知

されることが、難しいものであると認識をしております。学校では日頃から、ネッ

トによるいじめも、重大な人権侵害にあたることは伝えていますが、インターネッ

ト、携帯電話関連の事業者、警察と協力連携し、児童生徒、保護者に対して、研修

会などを行うことなどの取り組みを行い、未然防止を努めているところでございま

す。それから、政府が社会問題となっている、インターネットでの誹謗中傷を抑制

するため、侮辱罪の厳罰化することを盛り込んだ、刑法の改正案を３月８日にも、

閣議決定されているところでございます。先ほど、平野議員さんの御質問の件につ

いてでございますが、現在学校ではタブレットを使った、学校での学びを始めてお

りますが、児童生徒同士でも会話機能を使って、先生が知らないところで、会話が

できる状態になっておりましたことは、委員会の報告させてもらってるとこでござ

いますが、その後、学校内でこれにつきましては、学校内での利用しかできない状

態ではございましたが、先生も見ている中で会話をするよう児童生徒に伝え、ソフ

トの制限も一部させてもらってるとこでございます。令和４年度には、改めて先生

の許可がなければ使えないよう制限をすることで、児童生徒同士で勝手にですね、

会話などすることがないよう、改めることとしておるところでございます。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） はい。昨年１２月時点における危惧に関しましては、

ある程度といいますか、対策はとっていただいておるということを、理解をいたし

ました。なかなか、こういうことを制限したりするというのは、非常に今のネット

社会の中では、難しいことであろうかというふうに、思いますけれども、やはり子
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供たちの健全な育成というか、そういう学習の支援のためのツールであるというこ

とを意識しながら、やっぱりそういう指導、あるいは対策はしていっていただきた

いというふうに、思います。今後も、いろいろとデジタル環境が変わってまいりま

すので、その点についての注意、検討というものは、引き続き行っていただきたい

というふうに、思います。そうしましたら、３番目ですけれども、ギガスクール構

想が本来目指すものは何か、というふうに書いておりますけれども、結局このコロ

ナ感染症の影響で、丸々ギガスクール構想始まって、ずっとコロナ禍での運用にな

っておりますけれども、また、様々な制約でありますとか、運用上難しい面が多々

あろうと思います。学校教育課の皆さんのご努力も、大変だろうというふうに思い

ます。学校の先生方のご努力も、大変だろうというふうに思いますが、これまでい

ろいろ議論してきた中でもですね、この学校現場でこのギガスクールを運用してい

くためにはどのような課題が、邑南町として見つけられておられるか、その点を伺

えればと思います。

○土居教育長（土居達也） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、土居教育長。

○土居教育長（土居達也） ギガスクール構想の本来目指すべきもの、という御

質問にお答えしたいと思います。ギガということは略語をでして、最初のＧはグロ

ーバル。Ｉはイノベーション。そして次のＧはゲートウェイ。扉というふうに訳さ

れております。最後のＡは、すべてのオールという略語をです。文科省のホームペ

ージを見ますと、すべての児童生徒にグローバルで革新的な扉を、というふうに書

いてありました。具体的には、児童生徒向けの１人１台の端末と、高速大容量の通

信ネットワークを一体的に整備をし、多様な子供たちを誰一人残すことなく、公正

に、個別適正化された最適化された創造性を生む教育を、全国の学校現場で持続的

に実現させる構想、であるというふうに掲げられております。私の解釈では、情報

社会の、使い手と作り手に育てていくということに、尽きるんじゃないかなという

ふうに思っております。そのことによって、子供たちが世界と繋がり、また、革新

的な社会を、新しい社会をつくり出していく。その営みは、すべての子供たちに開

かれていなければならないというふうに、自分で解釈をしております。使い手にな

るということで申しますと、便利な世の中になっています。その便利さを享受でき

る、受け取ることができるような、子供たちになって欲しいというふうに思ってお
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ります。それはＩＣ、情報機器、パソコンであるとかが、タブレットを使いこなす

技術もそうですが、それだけにとどまるわけではありません。溢れる情報を正しく

理解をし、そしてそういった情報を整理して、自分なりの考えをつくり、また人に

適切な表現を使って、伝えきることができるような、そういう情報活用能力も、一

方では育てていく必要があるんじゃないかなというふうに、思っております。確か

に情報機器には、子供たちは慣れが早いと思います。しかしながら、片一方で教育

方針でも述べましたように、教科書が、本当に記述が理解できないような子供たち

も、実際にはいるわけですので、そういう言語能力であるとか、伝える能力である

とか、そういうものも、課題としてあるというふうに思っております。２番目の、

作り手になるということで申しますと、新学習指導要領では、プログラミング学習

が導入をされております。小学校の５年生の理科であるとか、算数でもそういう教

材を使うようにという、指導があります。ところが、文科省が目指してるのはそう

いう一部の教科ではなくて、論理的な思考力を育てていくのが、すべての教科でそ

れを実現をしていきなさいということが、書かれております。論理的思考力という

のは、筋道を立てて考える力のことです。例をあげますと、ロボットにコーヒーを

入れてきなさい、というふうに命令をインプットするためには、いろんな情報を、

例えば湯があるところとか、インスタントコーヒーがあるところへ歩きなさい。そ

のためには何歩歩けばいいのか、右に行ってとか、左に行ってとか、あるいは、お

湯をどれぐらい入れればいいのか、砂糖とかミルクとか、そういうものも入れて、

入れなければならないのか、入れるのか、入れないのか。あるいは、そのコーヒー

を求めている人へ届けるには、どこの道筋を通ったらいいのかというような、そう

いうものをすべて入力をしなければ、命令どおりには動かない。そういうものが、

プログラミング学習のいわれるところです。そのためには、いろんなことを筋道立

てて考えるような力を育てていかなければ、すべての子供がエンジニアになるわけ

ではないですが、論理的な思考力というのは、これからの世の中を生き抜いていく

ためには、必要な力だというふうに言われております。そういう。使い手と作り手

になるということが、ギガスクール構想の本来の姿ではないかというふうに、思っ

ております。ギガスクール構想の課題も、先ほど課長がいましたように、ＳＮＳで

あるとか、そういう誤った使い方にならないようにするためには、情報モラルをし

っかり育てていかないと。タブレットを教室で使うときは制限がありますが、家庭

に帰って、自分のパソコンであるとかスマホを使うときには、決して制限があるわ

けではありませんので、やっぱりそういった人権侵害に当たらないようにするため

には、どういったことを考えなければならないのかということも、育てていく必要
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があると思います。それとアナログの大切さも、学校では教えていかなければなら

ないと思います。人とのコミュニケーションは、すべて対面ではありませんが、小

さい時ほど、対面での人との繋がりを作っておかないと、大人になってパソコンで

すべてコミュニケーションができるということではないということを、小さいとき

から育てていかなければならないんじゃないかなというふうに、思っております。

また、本でスマホの使い過ぎによって、いろんな問題が起こってるということも、

大人、教職員含めて考えなければならない課題でじゃないかなというふうに、思っ

ています。目指すもの、課題について、考え方を述べさせていただきました。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） はい。ありがとうございました。教育長の、今のギガ

スクールを目指すものの説明につきましては、我々も何か思い詰めされるところも

ありますんで、学校現場でできること、それから地域社会の中で、また、それに対

応してできること、今から学校と地域が、やはり連携していこうという取り組みも

されておりますので、そういう点では、アナログな部分というのは、我々にとって

は非常に助かりますし、すべてがデジタルになると、わけわからんようになるよう

なところもあります。現実にスマホやパソコンを使いますと、漢字能力が非常に落

ちてきておるのは、事実であります。やはりそのへんは、自分なりに考えながら、

今後ともそのギガスクールを含めて、町内のデジタルということに関して、考え方

を改めないといけないのかなというふうに、思います。それで、最後の質問に入り

ますけれども、今回、こうして学校のギガスクールの事例を取り上げましたけれど

も、町内の今後のデジタル環境の課題を解消していこうというのが、ＤＸといいま

すけれども、ＤＸの大きな一つの目標ではないかというふうに思います。情報みら

い創造課のほうで説明がございましたが、邑南町ＤＸというものは、単なるデジタ

ル化ではない、デジタル技術の浸透で、先ほども教育長が言われました、利用者本

位のよりよい変化をさせることであると、同じ意味だと思います。町民の皆さんに

関わる部分で、今は学校の事例を取り上げましたけれども、この町内のデジタル変

革に関する今後の考え方というものを、お聞きできればと思います。

○柳川情報みらい創造課長（柳川修司） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、柳川情報みらい創造課長。

○柳川情報みらい創造課長（柳川修司） 全町的なデジタル環境整備における、

本町のねらいと課題という御質問でございます。本町は、１２年前に光ファイバー

により、インターネット環境を全域で接続できるよう、整備をいたしました。民間

事業者の参入が困難な、不採算地域ということで、町の直営で事業を行っておりま

す。ギガスクールやウェブ会議などの増加など、インターネットの通信データ量は

年々増加しております。町内には携帯電話事業者など、他の通信サービスもありま

すが、今後の動向を注視しながら、今あるケーブルテレビのサービスをより安定的

に高速化していくことが、ギガスクールだけでなく、デジタルトランスフォーメー

ションの基盤になるものと、考えております。このデジタルトランスフォーメーシ

ョンは、様々な分野ですることが考えられます。例えば、行政手続きにおいては、

証明書、請求の申請を手書きでしなくても良くなるとか、料金の支払いが電子マネ

ーでの決済が可能になるなど、デジタル技術の浸透により、今までの生活や仕事の

やり方が変化し、ユーザー本位に変わっていくことが必要です。デジタルトランス

フォーメーションの実現のためにも、町内のデジタル基盤を支える通信網につい

て、非常に重要な要素と考えます。本町としましても、ソフト的には、ユーザー本

位の仕組み、行政サービスを考えることや、スマホサポート事業などを通じて、デ

ジタルデバイド、デジタルの技術格差の解消でございますが、こういった対策を行

うことが重要であると、考えております。また、ハード的には、ケーブルテレビ事

業における家庭へのインターネット環境の安定化、サービス向上のために既存設備

の維持更新が必要である。そういったために令和４年度においても、機器の更新を

予定しているところでございます。

●平野議員（平野一成） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、平野議員。

●平野議員（平野一成） はい。今後の町内での実施する環境整備についての考

え方というものを、お聞きしました。今年度より新設されました、情報みらい創造

課でございますので、新しい事業がかなりたくさん出てまいりますけれども、やは

りこの事業に関してですね、職員の皆さんも大変でしょうが、要は、町民の皆さん



- 33 -

のためにどういうふうになるかと、皆さんの使い勝手、あるいは利便性、そういう

ものをしっかりと検討をされて、よりよいものに仕上げていっていただきたいなと

いうふうに、思っております。最後にですね、まちづくりはいわゆる産業づくりで

あり、人づくりであるというふうに、私は思います。そういう意味で、非常に重要

な町内の事業者さんに関する質問、それから、学校教育に関する質問をさせていた

だきましたけれども、昨年、瑞穂中学校でですね、仕事を考える１日ということが

ございました。そこへお呼びいただいて、中学３年生の皆さんにお話をさせていた

だきました。そこで、皆さんにご紹介したのが、いわゆる社会教育の基礎を築かれ

たといわれます、当時は、秋田県の秋田高校の校長先生でありました、鈴木健次郎

さんという方がおられますけれども、その方が高校生に言われた言葉です。汝、何

の為に、其処に在り也。という言葉なんですけれども、自分が今そこに存在してい

ることの意味を自分で考えて、自分で答えろという意味だったそうです。私はこの

言葉を３年生皆さんに贈りました。今議会は年度末の議会でありまして、３月末で

退職される職員の方もいらっしゃると思います。これまで、町民の生活を守るため

の様々な施策に携わってこられた皆さんに、敬意を表しますとともに、退職後もそ

の気持ちを忘れずに、それぞれの地域でまちづくりにリーダーとして参画をしてい

ただきたいというふうに、希望をしております。また、引き続き町政に携わる職員

さんには、町民の福祉の向上と幸せ追求に対して、町民目線でより一層の尽力をお

願いして、この汝、何の為に、其処に在り也、を贈らせていただきたいと思いま

す。以上で質問を終わります。ありがとうございました。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、平野議員の一般質問は終了いたしました。ここ

で休憩に入らせていただきます。再開は、午後１時１５分とさせていただきます。

――午前 11時 41分 休憩 ――

――午後 １時 15分 再開 ――

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。続きまして、通告順位第７号 鍵本

議員、登壇をお願いします。

（鍵本議員登壇）

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい、議長。



- 34 -

●石橋議長（石橋純二） ２番 鍵本議員。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい。２番、鍵本亜紀です。先週から梅が咲き出した

り、草の芽も伸びてきて、嬉しい春の訪れを感じます。美しい邑南町の自然の中で

暮らせていますことに、今日も感謝でいっぱいです。ですが、同じ地球の上、ウク

ライナでは悲惨な戦争が繰り広げられており、心が張り割ける思いです。被害に遭

われている方々に、お見舞い申し上げますとともに、これ以上の被害が出ませんよ

うにと祈るばかりです。さて、今日は欲張っていっぱい質問を用意しましたので、

どうぞよろしくお願いいたします。まず、５歳から１１歳のワクチン接種につい

て、子供のワクチン接種に関しては、２月１８日のワクチン分科会副反応等検討部

会において、１０代の死亡者６名、接種後重篤者３９８名というデータが出ていま

す。子供は、オミクロン株で重症化しないという事実を見ても、５歳から１１歳の

子供に打たせるのは、時期尚早であり、まだ治験の最中で中長期的にも、どのよう

な影響があるのかわからないワクチンを、子供にというのは大変危険であると思い

ます。医療現場の最前線におられる医師や看護師、薬剤師などが全国各地で立ち上

がり、副反応や後遺症の現実を見て、今、子供にワクチンを打つべきではないと、

声をあげておられます。大阪では、泉大津市の南出市長がデメリットの情報も示し

た上で、希望者のみ接種クーポンを配る対応されていますし、岡山県の総社市や愛

知県の大府市など、子供のワクチン接種に慎重になる自治体も、日々増えてきてい

ます。我が町でも、実際電話で予約しないと受けることはできないのですが、安全

性など心配で迷っておられる保護者に対しては、子供は免疫力が高くそもそもコロ

ナで重症化することはほとんどないこと、現時点で、未成年者で接種後の死亡者や

重篤な後遺症患者が出ているなどの情報も示した上で、決して強制ではないこと。

受ける、受けないは各人の自由意思であることを、伝えるべきだと思います。国や

県に言われるがままではなく、日本一の子育て村である邑南町としての、主体的な

見解をお聞かせください。

○土﨑保健課長（土﨑しのぶ） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、土﨑保健課長。

○土﨑保健課長（土﨑しのぶ） ５から１１歳のワクチン接種について、町の方
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針を問うとの、議員の質問です。まず、令和４年１月２８日に開催されました、厚

生労働省によります自治体説明会において示された、小児ワクチン接種実施に至っ

た経緯を説明させていただきます。５から１１歳の小児における新型コロナウイル

ス感染症に関しましては、中等症や重症例の割合は少ないものの、新規感染者数の

増加に伴って、中等症、重症例の症例数が増加傾向にあり、感染者数全体に占める

小児の報告割合も、増加傾向にあります。数理モデルを用いたシミュレーションに

よりますと、小児のワクチン接種が進むことにより、同世代における重症例の発生

が抑制されるのみでなく、中高世代を含む人口全体の感染者数や重症者数を、減少

させる効果が期待できること、発症予防効果が９０．７％あると報告されているこ

と、２回目接種後約２か月の追跡期間において、安全性が示されたと報告されてい

ること、小児の５、６割、小学生以下の子供の保護者７割以上がとても受けさせた

い、どちらかというと受けさせたいと回答していること、１月２１日に小児の初回

接種に使用するワクチンとして、ファイザー社ワクチンが日本においても薬事承認

されたこと等、の理由によりまして５から１１歳の小児に対するワクチン接種を、

国として実施することとなりました。町の方針を問うという議員の御質問に対する

回答です。ご存知のとおり新型コロナ感染拡大という事態は、人類にとって初めて

のことです。このことは国全体の問題であって、１自治体では何とも言うことはで

きませんし、町の方針や担当者の考えで施策を決定変更するということはできず、

あくまでも国の示した方針に従って実施をしているものです。１２歳以上の方を対

象としたワクチン接種は努力義務ですが、小児のワクチン接種は努力義務規定から

外れておりまして、実施するしないは強制ではなく、本人と保護者が判断すること

となっております。新型コロナに限らず、どのワクチンでも接種後に副反応が生じ

ることがあり、副反応なくすことは困難であるといわれております。発症や重症化

を予防するという利益と、副反応などのリスクを踏まえて、するしないの判断を求

められております。インターネット等には様々な情報が溢れておりまして、その中

には信頼性の高いもの、低いものもあります。厚生労働省のホームページには、多

くの皆さんが不安や疑問に思われることに対する説明や、これまで発生した副反応

の報告、また、国としての考え方等の情報がアップされておりますので、判断する

時の参考にしていただければと思っております。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、鍵本議員。
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●鍵本議員（鍵本亜紀） はい。ありがとうございます。おっしゃるとおり、国

の方針なので、難しいところはあると思います。様々な厚生労働省のホームページ

から読み解けるデータは、本当いろいろありまして、副反応のデータや後遺症のデ

ータっていうのも、しっかり掲載されています。皆さんはそこをしっかり読んで、

ご自分で判断をしていただけたらいいなと思います。現行のワクチンは、発生当初

の武漢株対応ワクチンであり、オミクロンには効果が期待できないことなどもやは

り考慮して、皆さん本当によく考えて受けていただきたいなと思います。町長のお

考えを聞きたかったのですが、国の方針でちょっと難しいのかなというのはわかり

ます。すいません。ここ省きますね。皆さん、ですので、しっかりご自分で情報取

られて、後悔のない選択をしていただけるようにと願います。

さて、コロナはここ２年、私たちの生活を一変させていきました。マスクやアル

コール消毒などの感染症対策が、子供たちの成長発達を阻害しているというデータ

があります。赤ちゃんは、大人の口元を見て言葉を覚えるそうなんですが、家庭内

でマスクはしなくても、保育園では保育士はマスクをしていますし、２歳ぐらいで

もうマスクをさせる保護者もおられます。アメリカの研究所の発表に、ここ最近の

赤ちゃんのＩＱが低下しすぎているという懸念や、獲得言語が少なすぎるという発

表があり、これは同じように日本でも起こっているのではと思われるのですが、で

は、成長してからどうにかしようと言っても、取り返しがつかないのだそうです。

同時にいろんな人と触れ合う機会も減っていることで、脳への刺激も減り、発達が

阻害されます。また、マスクをいつもしていることで酸素不足となり、脳の発達を

阻害するという懸念もあります。コロナももう２年も経った今、子供たちはちゃん

と健やかに育ってくれているのか、心配です。邑南町は都市部とは違い、こんなに

のどかなところなのですから、三密やマスクも、もっとおおらかに対応できるので

はないかと思います。どうか町ならではのやり方で、子供たちが健やかに育つこと

ができるように、工夫していけないものなのでしょうか、お尋ねします。

○高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、高瀬学校教育課長。

○高瀬学校教育課長（高瀬満晃） 子供たちの成長、発達への悪影響についての

御質問です。学校生活において、マスクをつけて授業をすることが通常となり、低
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学年では、言葉学習で発音を学ぶ場合に、先生の口元が見えないため、きちんと発

音ができないことや、子供たちの間でも、顔の半分が隠れているため、相手の感情

を読み取ることができないなど、子供たちへの成長に少なからず影響があると、言

われております。また、給食もみんなで机を合わせて、会話をしながら、食べたて

いたことが、話もせずに、同じ方向や背中合わせで、黙食をしなければならないた

め、食事を楽しむことが難しくなっております。ただ、コロナ禍の中でマスクを外

して、授業を行うことはできませんので、例えば、発音の練習は必要に応じて児童

と距離を取って、発音時のみマスクをずらして口の動きを見せるなど、それぞれ学

校において感染症対策を取り、工夫をしながら授業を行ってもらっているところで

ございます。

○土﨑保健課長（土﨑しのぶ） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、土﨑保健課長。

○土﨑保健課長（土﨑しのぶ） コロナ対策の一つとして、マスクの着用があり

ます。厚生労働省は、息苦しさや体調不良を訴えること、自分で外すことが困難で

あることから、窒息や熱中症のリスクが高まるため、２歳未満のマスクの着用は推

奨しない。また、２歳以上の場合であっても、保護者や周りの大人が十分注意した

上で着用する。調子が悪い場合や、持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理を

して着用させる必要ない、との方針を示しております。また、それ以外の対策とい

たしまして、三密を避けることや、人との距離の確保等がありまして、それにより

人とのコミュニケーションを図る機会が減少すること、外出機会が減少することに

よりストレスを持った子供が増えていること、運動不足による筋力体力の低下など

の課題が指摘されており、文部科学省やスポーツ庁などの公的機関から、対処方法

についての情報提供がされております。ただ、日本において、現時点では、これら

のことが将来にわたって子供たちの成長発達に、どのように影響を与えていくかと

いう科学的な根拠までは示されておりません。引き続き情報把握に努め、国から方

針が示された場合には、速やかに対応してまいりたいと思います。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、鍵本議員。
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●鍵本議員（鍵本亜紀） はい。ありがとうございます。これも、やはり国から

の方針みたいなことがあると思いますので、難しいとは思いますが、皆さんがそう

いう情報もある、そういう危機感を持っていただくことで、ちょっとでも対応が変

わっていけたら、変わってくださることを期待して、はい、子供たちが健やかに成

長できるように、どうぞよろしくお願いいたします。さて次に、地域おこし協力隊

のことについてですが、我が町にもたくさんの協力隊が来てくださっているようで

すが、その実態がちょっとよくわかりません。人数、配置など、どのように決めら

れているのか教えてください。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 地域おこし協力隊の配置や基準についての、

町の考え方ということでございます。邑南町における地域おこし協力隊は、地域に

おける活動や学習を通じて、定住や地域力の維持強化を促進することを、配置の目

的としています。活動内容は、農林水産業への従事、地域資源の発掘開発、農林水

産業の情報発信活動、農林水産業の振興に係る支援、集落の生活環境維持に係る支

援、食と農をテーマとした交流活動、その他地域力の維持強化を資するため必要な

活動としております。こうした活動を行う地域おこし協力隊を、町が活用をして各

種の事業を推進するため、担当課において、必要な人材を配置しているところでご

ざいます。現在活動中の地域おこし協力隊について申し上げますと、Ａ級グルメを

担う人材育成を目的とした耕すシェフが９名。しごとづくりセンターによる中小企

業支援の体制強化を目的とした中小企業支援研究生が１名。就農に向けた技術や経

営感覚を身につけるアグサポ隊が９名。農産物の販売ＰＲ支援を行う隊員１名。羽

須美地域で地域資源をいかす活動を行うふるさとリノベーターが４名。合計します

と、以上２４名が現在町内で活動中です。配置目的とは別にの基準としましては、

単年度における活動人員は、最大で３０名以内というふうにしております。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、鍵本議員。
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●鍵本議員（鍵本亜紀） はい。今年度は、どこに何名とかいうのは、教えてい

ただけますか。４年度ですね。

○寺本商工観光課長（寺本英仁） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、寺本商工観光課長。

○寺本商工観光課長（寺本英仁） 御質問にありました、来年度の商工観光課の

地域おこし協力隊の配置でございますが、Ａ級グルメを担う人材目的として耕すシ

ェフは同じく９名。それからしごとづくりセンターによる、中小企業支援の体制強

化を目的とした中小企業支援研修生は１名となっております。

○大賀農林振興課長（大賀定） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、大賀農林振興課長。

○大賀農林振興課長（大賀定） 農林振興課所管の地域おこし協力隊、令和４年

度につきましては、ブドウ神紅の産地化を目指していくためのおーなんアグサポ隊

の研修生は、令和４年度は１２名となる予定でございます。そして、農産物販売Ｐ

Ｒ支援が引き続き１名となっております。

○上田羽須美支所長（上田康典） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、上田羽須美支所長。

○上田羽須美支所長（上田康典） 羽須美支所では羽須美リノベーターとして、

令和４年度については、はすみ振興会へ２名、江の川鐵道に関係人口創出のために

２名予定しております。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、鍵本議員。
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●鍵本議員（鍵本亜紀） はい。ありがとうございます。ということは、ほぼ一

緒でアグリサポート隊が、３名増えるという認識でよかったですか。はい。ありが

とうございます。例えば町民の困りごととして多い、昨日も瀧田議員が言われたよ

うに、鳥獣対策や空き家対策など地域の問題解決のためにも、派遣してもらいたい

と思うのですが、昨日町長が宮田議員の答弁でもおっしゃっていたように、これか

ら町内で食を自給するという方向へ向かうのでしたら、町内でとれたイノシシを、

町民の皆さんで美味しくいただくとかいうことも、可能ではないかと思います。地

域おこし協力隊の力をお借りして、実現するといいなと思いますが、そういう町民

の困りごと、もうちょっと別な分野でも、お手伝いしてもらえることが可能かどう

か教えてください。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 地域おこし協力隊制度を活用して他の分野に

もという、御質問でございます。今配置してる部分については、担当課で事業推進

のために、必要な人員というふうに把握していますので、それ以外のところでの課

題解決に資するものであればですね、先ほど私が目的として申し上げましたところ

に、合致するものであればですね、その都度考えていくべきだと思います。ただ先

ほど言いましたように人数はですね、際限なく委嘱することはできませんので、単

年度で３０人以内のところでの、対応になるかと思いますので、卒業される隊員の

数を見ながら、それから今現在必要な隊員の継続状況を見ながら、新しい隊員につ

いて検討する必要があるかなというふうに、思います。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、鍵本議員。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい。ありがとうございます。実際協力隊の方が地域

に出てこられて、住民と一緒に活動するような場面も、そこから定住に繋がりやす

いと思いますし、住民の活力にもなると思いますで、そういうことも検討してもら
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えたらと思います。さて、次ですが今年度の教育方針について、先日教育長から今

年度の方針が発表されました。邑南町は、美しい自然に抱かれた風光明媚なところ

です。先人たちが切磋琢磨して築き上げてこられた、今この邑南町です。かつては

たたらによって栄え、カンナ流しで地形が変わったところに農地をつくり、木を植

えて産業を発展させてこられました。私たちはここで取れた米や野菜を食べ、ここ

の水を飲み、ここの土の上に生きています。そして邑南町の自然は、都市部にはな

い貴重な貴重なものです。私たちの暮らしは、この土地と切っても切れないもので

す。今年度の教育方針には、ふるさと学習や川遊びという取り上げ方や、たたらの

文化的意義のようなことは書かれているものの、全体としての、ふるさとの自然の

大切さから波及していると、捉えにくい表現です。同じ地球の上が戦場になってお

り、今までのような贅沢な時代も終わりそうなこれからの時代、自分に自信を持っ

て問題を乗り越えていける、知恵と力を持ったたくましい子を育てていかなければ

ならないのでは、ないでしょうか。先ほどもありましたように、ＩＴも大事なので

すが、教育長もさっきおっしゃったように、人や自然との触れ合いが人格を形成す

ると考えます。いじめや多様性、ジェンダーなどは、まずここを押さえてからの話

で、まずは自分の足元、ふるさとの自然に目を向けることで、自分の存在を確立す

ることが教育だと思いますが、いかがですか。

○三上生涯学習課長（三上徹） 議長番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、三上生涯学習課長。

○三上生涯学習課長（三上徹） 子供が自然に触れ合える、触れる機会の拡充に

ついてでございます。邑南町第二次総合振興計画に、邑南町の教育目標として、ふ

るさとを学び人と文化を育む心豊かなまちを目指してとうたわれ、四つの柱の一つ

が、生きる力を育む教育の推進とあります。令和３年度の教育施策では、ふるさと

教育の推進とし、身近な自然や歴史文化に親しむことにより、郷土を愛し誇りに思

う心を育み、あわせて生き抜く力や防災意識を高める取り組みを、進めているとこ

ろでございます。また、令和４年度の教育方針でもあります、非認知能力の向上に

おいても、自然体験は有用とは認識しております。令和３年度の取り組みでは、コ

ロナ禍ではありましたが、学校や地域学校などとも連携し、公民館で様々な体験活

動を行っております。川を主な体験活動の場として行ったもの、稚魚の放流、自然

観察会、滝の体験など９回。山を主な体験活動の場として行ったもの、ハイキン
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グ、登山、自然観察会など２７回。田んぼや用水路での生き物調査やふるさとウオ

ーキングなど９回行っております。また、ハンザケ自然館主催のハンザケに触れ合

う事業や、自然観察会など１１回開催してまいりました。今後も学校と地域と連携

を図りながら、自然体験活動の計画及び支援について、取り組んでまいりたいと考

えております。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、鍵本議員。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい。ありがとうございます。実際そうやって取り組

まれてることは、わかっているんですが、教育方針のほうにそういうふうに反映さ

れて、文章として表現されていないなというのが、すごく違和感だったので言わせ

ていただきました。どうもありがとうございます。子供たちが自然に恵まれている

幸せを、邑南町に生まれ育つことに喜びと誇りを持てる教育をと願います。さて、

邑南町の人事異動の基準はどうなっているのかですが。これは町の職員が再々かわ

るので、相談に行っても困るというお話をよく聞きます。職員がせっかく覚えた知

識や抱く思いが、異動によりそがれるのももったいないと思います。それぞれの得

意分野や好きなものやりたいことを優先すれば、効率も上がると思いますが、いか

がですか。

○三上総務課長（三上直樹） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、三上総務課長。

○三上総務課長（三上直樹） 町職員の人事異動についてという、御質問でござ

います。本町職員の育成につきましては、邑南町職員育成基本計画というものに則

って、組織力の向上を目指して、職員の人権感覚、知識、技術力等の能力向上と、

意欲的に仕事ができる職場環境整備を、進めているところでございます。この計画

の、適正な人事管理による職員の育成の項目に、適切な人事配置等が定められてお

ります。これに基づき、人事配置等に努めておるところでございます。具体的な基

準の一つ目といたしましては、経歴管理の設定がございます。これは、ここでは採

用後概ね１２年間程度までを、職務能力等養成期間という形で捉えておりまして、
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なるべく多様な部署の経験を基本とした異動を行うとありまして、計画的な人事異

動をつうじで、バランスよく職場を経験させ、幅広い視野や知識、技術の習得が図

られるように、努めているところでございます。二つ目に、特定の分野に精通した

職員の要請がございます。ここでは、行政事務の高度化複雑化に対応した、専門的

な能力を有する職員の養成と活用を求めております。職員の適性を見極めつつ、特

定の職務への精通についても求めておりますので、先ほどの１２年という期間を経

過すると、専門的なところでご活躍をいただくように、配置に努めておるところで

ございます。また、三つ目には、自己申告制度の充実と人事という項目がございま

す。これは、できるだけ納得のいく職場配置の図るため、職員の健康状態や家庭の

状況、そして異動の希望など、職員本人の意向も考慮することが必要であるためで

ございまして、これらのものを総合的に判断しながら、人事配置を行っているとこ

ろでございます。御指摘いただきましたように、数年すると変わってしまうという

部分については、御指摘のとおりあろうかと思います。そのことに関しましては、

地域の皆さんもご不満をいただかれる部分もあろうかと思いますが、全体の奉仕者

として総合力を高めていくという観点で、１２年間の人材育成期間については、御

理解を賜ればなというふうに、思っておるところでございます。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、鍵本議員。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい。ありがとうございます。１２年とは、長いです

ね。そのへんこんな時代なので、もうちょっとスピーディーに、何とかならないの

かなとか思うんですが、町民や職員のこの意向を反映させた、効率よい配置みたい

なものを目指していただいて、スピード感と責任感のある行政にますますなってい

ただきたいと、思います。担当者が何か変わられると、ああやって言ってたのに、

おらんくなったんかいみたいな、ちょっとやっぱり不満が出たりっていうのもよく

聞くので、そのへん責任感を持ってしっかり引き継ぎをしていただくとか、してい

ただけたらなと思います。よろしくお願いします。最後に、里親制度についてなん

ですが、最近は晩婚が進むとともに、不妊の方も増えています。不妊治療の助成も

大切ですが、年齢的なものもあり限界もあります。最近は様々な事情や児童虐待な

どで、親と一緒に暮らせない子供が増えているそうです。ならば、子供が欲しくて

も授からない人、跡取りが欲しい人などに向けて、里親制度を進めて子供を増や
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し、町も関わりながら子育てをしていけるといいなと思っているのですが、いかが

ですか。

○小笠原福祉課長（小笠原誠治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、小笠原福祉課長。

○小笠原福祉課長（小笠原誠治） 里親制度についての御質問でございます。議

員おっしゃっておられましたとおり、まず里親とは、様々な事情により家庭で暮ら

せない子供を、自分の家庭に迎え入れて養育する方のことですが、この里親となる

ことを希望される方に、児童福祉法に基づいて、子供の養育をお願いするのが里親

制度でございます。子供を社会的に擁護する場合におきましては、家庭環境のもと

で、子供の健全な育成を図る有意義な制度として、施設での養育養護というよりも

里親制度のほうを、優先して検討するということとされております。基本的にこの

制度につきましては、各都道府県とその機関である、児童相談所が担当することに

なっておりまして、市町村は周知啓発を中心に、この県の業務に対しまして連携支

援するということとなっております。ということでございますので、まず現状につ

きましては邑南町を所管する、浜田児童相談所へ確認をさせていただきました。そ

ういった中で、全国で今現在のところ約１万３，０００世帯、県内では１２７世帯

の里親の登録がある中で、浜田児童相談所の管内では、今月時点で２８世帯、うち

町内にも３世帯のご家庭が登録をいただいておりまして、養育実績のある世帯もい

らっしゃるところでございます。また、全国各地には、里親の方々の当事者会がご

ざいまして、その会報誌、この近辺では先ほど言いました、浜田の児童相談所の管

内の浜田地区の里親会というのがございますけども、そちらでの会報誌を拝見させ

ていただいたり、また町内の会員の方にもご意見を伺ってみますと、子育てや子育

てをきっかけとした地域との交流、こういったことに喜びや、心の豊かさ、人生の

豊かさを感じておられるというようなご意見も聞かれまして、里親制度というのは

里親の方々にとっても有意義な制度でございまして、その会員の方々も、登録者が

さらに増えることを、望んでいらっしゃるというような状況でございます。子供た

ちを安心して育てられる、日本一の子育て村を目指す本町といたしましても、１人

でも多くの子供がこのまちの温かい家庭環境に育ち、成長していくこと、そういっ

たことを見守る意識醸成が、この地域づくりの一つにもなるというふうに、考えて

おりますので、この制度、里親制度も推進していくべき制度だというふうに、考え
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ております。里親の登録世帯がですね、これ以上、これよりもさらに増えていきま

すように、制度について、引き続き、県とともに普及啓発をしてまいりますので、

子供を育てた経験のある方も、ない方も、詳しいことを聞きになりたいという方が

いらっしゃいましたら、お気軽に浜田の児童相談所をまたは、役場の福祉課、子ど

もまるごと相談室のほうに、お気軽にご相談いただけたらというふうに、思ってい

ますので、よろしくお願いいたします。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、鍵本議員。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい。ありがとうございます。とっても嬉しいお答え

を、ありがとうございます。まさに、子育て村邑南町として、町長もベストファー

ザー賞にも輝かれた町長ですから、邑南町で、前向きに取り組んでいけたらすてき

だなと思います。町が広く進めて、関わり合い、子育てをする邑南町になれば本当

にすてきだなと思います。期待してます。よろしくお願いいたします。時間がまだ

ありますので町長、何か一言いただけますか。お願いします。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 御指名いただきまして、ありがとうございました。里

親制度っていうのは、改めて御質問いただいたというのは、私のこの１７年間の中

で、初めてかそれぐらいだというふうには思ってまして、こういう御質問いただい

たおかげで、ケーブルテレビを見られている町民の方々も、この重要性について、

認識されたんじゃないかなというふうに、思ってます。私も、かつて里親をやられ

た方をよく知っております。確か２人の兄弟をそのまま引き取って、しっかり育て

られたということで、おそらく、その子供さんは立派に成長されてるんじゃないか

なというふうに、想像します。それから、最近では元厚生労働省の塩崎大臣が、こ

の里親をやっていらっしゃいます。そのことを大きくＮＨＫ等々の報道で、私も知

ることになりました。大臣までやられた方々が、そういうことを率先してやるとい

うことは、非常に影響力の強いんだろうというふうに思いまして、全国の里親をや
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ってらっしゃる方にも、勇気づけられる出来事かなあというふうに、思ってます。

おっしゃるように、日本一の子育て村を目指している邑南町でございますので、課

長の答弁のとおりですね、この制度についての普及啓発、そして１人でもそういっ

た方々が出るように、実績も積んでいけるいかなきゃならんというふうに、思って

おりますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、鍵本議員。

●鍵本議員（鍵本亜紀） はい。町長ありがとうございます。本当に日本一の子

育て村邑南町として、邑南町にそのすてきな里親里子制度があるっていう感じで、

たくさんの里子さんが来てくださればすてきだなと思います。すいません。以上、

ますますすてきな邑南町になりますようにと、思います。よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。

●石橋議長（石橋純二） 以上で、鍵本議員の一般質問は終了いたしました。ここ

で休憩に入らせていただきます。再開は、午後２時１５分とさせていただきます。

―― 午後 １時 57分 休憩 ――

―― 午後 ２時 15分 再開 ――

●石橋議長（石橋純二） 再開をいたします。続きまして、通告順位第８号、漆

谷議員、登壇をお願いします。

（漆谷議員登壇）

●漆谷議員（漆谷光夫） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） ９番、漆谷議員。

●漆谷議員（漆谷光夫） ９番、漆谷光夫でございます。よろしくお願いいたし
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ます。早速ですが、質問に入らせていただきます。今回は、質問事項として、人口

減少対策について、この１点に絞って、質問をしてまいりたいというふうに、思い

ます。本町においても、日本一の子育て村、Ａ級グルメ、様々な施策や事業をつう

じて、人口問題に取り組んできました。しかしながら、実際は皆さんも御承知のよ

うに、今年の１月末の人口は、１万１７０人ということになっております。いたず

らに、危機感をあおるわけではございませんが、私の中では危機感を持って、この

人口問題には取り組んでいかなければならない、このように思っているところでご

ざいます。議会においても、御承知のように、辰田委員長を中心に議員１３名すべ

てが委員となって、この人口問題に取り組んでいこうと、今いろいろ協議を重ねて

いるところであります。もちろん、議会だけではできません。町民の皆さんのご意

見やお力添えをいただきながら、そして執行部の皆さんとも議論を交わしながら、

本当に町始まって以来のこの人口問題というのが大切な問題ではなかろうかと、私

の中では思っております。したがいまして、今日の質問も執行部に対して、なぜこ

れをやらないかとか、何でできないのかというような、私は質問はするつもりはあ

りません。これから未来に向かって、人口問題を全町一体となって考えていく。こ

のことが大切でありまして、今の人口の現状をしっかり皆さんと共有し、そして同

じ志を持って人口問題に取り組んでいく。このような議論に今日なれば幸いである

というふうに、思っております。さて、項目としては、６項目を掲げております。

順番に従って質問をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。先ほども申

し上げましたが、本町の人口は、１月末で１万１７０人と言いましたが、２年前と

比較しますと、約４００名の減少となっております。ちなみに、世帯数は２年前と

１２０世帯減っております。もう一つ申し上げますと、１９７０年今から約３０年

３２年前ですか、と比較しますと約５，０００名が減っております。３０年前から

すると、３分の２の人口になったという、これが事実でございます。やはり、人口

問題を語るゆえんは、人口の推移をしっかり正確にみていくことが、これからの邑

南町の財政や町政運営、非常に大事なことだと。なかなか人口の推計というのは、

難しいかもわかりませんが、これを正確に正面から受けとめる。正確に把握してお

く、このことは大事なことかというふうに、思います。そこで、まず１点目の質問

に入りますが、令和４年度の新年度予算について、人口問題、私は非常に危機感を

持っておりますので申し上げるわけですが、どれだけの人口問題に対して、重要視

されて予算編成に臨まれたのか、これがまず１点。そして、これからはやはり、今

まで、事業展開や施策を行ってきたわけですが、これをさらに磨きをかけると同時

に、新たに大胆かつ積極的な施策や予算組みをして、しっかり人口問題に取り組ん
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でいく、このことが私は非常に必要なことではなかろうかというふうに、思ってお

ります。そこでまず１点目の質問ですが、どのような思いで新年度に予算に編成に

当たられたのか。そして、これからどういう思いで施策や予算組みに取り組まれて

くるのか、この点についてお聞きいたします。

○白須財務課長（白須寿） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、白須財務課長。

○白須財務課長（白須寿） 人口減少対策に関しての御質問でございます。新年

度予算における、人口減少対策関係予算としましては、例えば、住民との協働によ

る課題解決を進める地区別戦略発展事業費、これが５，２５５万円。住まいづくり

を進める住宅政策費として、住宅相談センター運営費や空家対策協議会運営費、賃

貸住宅建設補助事業費、これらを３，９６１万８，０００円計上しております。人

口減少対策につきましては、邑南町第二次総合振興計画や、邑南町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略２０２０においても、本町にとりまして重要な課題と捉えており

ます。新年度の予算編成は、これらの計画などの目標達成に向け、メインテーマを

持続可能な社会づくりＳＤＧｓの追求とし、編成したものでございます。産業や教

育、福祉、生活環境などに関する、それぞれの予算が人口減少対策に繋がっている

というふうに、考えます。今後におきましても、総合振興計画、あるいは総合戦略

の目標達成に向けて、積極的な人口減少対策に取り組んでいきたいと、考えており

ます。

●漆谷議員（漆谷光夫） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、漆谷議員。

●漆谷議員（漆谷光夫） はい。説明いただきましたように、確かに人口問題に

対しての様々な予算組みがされておるということは、わかりました。そこで認識を

一つにするために、今の先ほど来申し上げますように、人口の推移について、私は

危機感という言葉を使いましたが、どういう認識でおられるのか。また、今後の人

口の推移はどのように思われているのか。非常に推移ですので、なかなか難しいか

もわかりませんが、やはり日本の人口も２００８年、いわゆる１４年ぐらい前から
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ピークだったんですけれども、それからずっと、日本の人口は下がり続けている状

況の中で、本町においての人口の推移はどのように思われているのか。いろいろ国

立社会保障人口問題研究所の推移を見ますと、邑南町の場合、やはり残念ながら、

その推移を下回る状態にあるかと思います。２０２５年問題とか、２０４０年問題

とか、いろいろ言われておりますし、邑南町の第二次総合戦略には、２０２５年１

万５００人という設定がなされております。それをすでに下回って、すでに現在の

ところ、先ほど来申し上げますように１万１７０人という、厳しい状況かと思うわ

けですが、２番目の質問として、人口減少のただいまの認識、そしてこれからの推

移はどのように思っておられるのか。この点についてお聞きいたします。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 本町の人口減少についての認識と、それから

の人口推移についての、御質問でございます。本町の人口減少についての認識です

が、国勢調査のデータから見ますと、１９８５年の１万５，７９５人をピークに、

減少をしております。２０１１年度から、日本一の子育て村構想を中心とした、定

住対策の取り組みによりまして、３年連続で社会増となりましたが、直近の２０２

０年の国勢調査の確定値は、１万１６３人で依然として人口減少に歯止めがかかっ

ていないというのが、現状ということです。議員の方からも、推移、今後どういう

ふうに展開するのかなという、御質問だと思いますけども、こういった結果に基づ

くもので、先ほど言いました国立社会保障人口問題研究所が、おそらく、国勢調査

に基づいた推計値を出されると思いますけども、やはり、そこは減少傾向に歯止め

がかかってない、ということが出てくるんだろうなというふうに思ってますが、過

去には、子育て村構想をやったときに伸びたところというのは、５歳未満児の人口

であるとか、あとはそれに付随して就学前人口が増えておりましたので、人口の年

代ごとの、その割合というのは若干変動がございますので、そういったところで、

すべてにおいて悲観すべきものではないなというふうに、思っているところでござ

います。

●漆谷議員（漆谷光夫） はい、議長。
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●石橋議長（石橋純二） はい、漆谷議員。

●漆谷議員（漆谷光夫） 先ほど１万５００人。総合戦略言いましたが、第二次

総合振興計画でございますので、訂正いたします。確かに悲観すべき部分とでない

部分も、多分にあると思いますし、やはり、これまで邑南町が取り組んできたこと

については、これは一定の評価を私もしております。そこで、聞くほどもないこと

かもわかりませんが、人口減少はこうして続くと、現在でも様々な課題をここで質

問しますが、ほとんどと言っていいほど、やはり人口減少によるやはり課題という

ものが非常に私は多いように思います。したがいましてこの人口減少による、これ

からの町運営にすでに、悪影響が出てる部分もございますが、さらに認識を同じよ

うに持つために、どのような悪影響が今後また出てくるのか、この点についてお聞

きしたいと思います。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 人口減少がもたらす悪影響は、という御質問

でございます。人口減少が持続可能なまちづくりや、地域社会にもたらす悪影響と

して、一般的な考え方を申し上げたいというふうに思います。まず、小売、飲食、

医療機関などの生活関連サービスの縮小や、それに伴う就業機会の減少。二つ目に

税収減による、行政サービスの低下。三つ目に地域公共交通の撤退だったりとか、

縮小。それから四つ目に、空き家、空き店舗、耕作放棄地などの増加。五つ目に住

民組織の担い手や、それが不足する担い手不足や学校の統廃合など、地域コミュニ

ティの機能低下があげられまして、それらがもたらす生活利便性の低下や、地域の

魅力の低下によって、さらなる人口減少を招くというふうに考えられております。

●漆谷議員（漆谷光夫） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、漆谷議員。

●漆谷議員（漆谷光夫） この議場でもたびたび、やはり課題としてあがってく

るわけですが、やはり農業の後継者、担い手、農業ばっかりでなしに、人口が減る
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ことによって、非常に地域産業の担い手、医療、福祉、介護等々、非常に好ましく

ない状況も出てくるかというふうに、思います。そこで、これからが今日の質問の

本論に入ってくるわけですが、首都圏に住まわれている働く世代の方の、これはデ

ータとしてあがってきとるわけですが、やはり２８％ぐらいの方が地方に関心があ

ると言っておられます。それと逆に地方から都市部に出て行かれた、働く世代の方

のアンケートによれば、地方に働く場所がないから、こうして都市に出て働いてい

る。いわゆる自分とマッチングする仕事が、なかなか地方にはないということでご

ざいます。これまでも仕事場づくりについて、企業誘致とか、いろいろすることが

いいじゃないかというような、質問もありました。やっぱり今のように、世の中が

いろいろ変わってきますと、価値も変わってきます。やはり、地方の我々のこれか

らどういうふうに地方に人を呼んでくるのか。今、地方から東京に、人、物、金が

流れていっとるの、どういうふうに地方に呼び戻すか。このことが今、地方自治体

に問われているというふうに思うわけであります。なかなか、難しいことかもわか

りませんが、交流人口、関係人口、この方々を定住移住に結びつける。このあたり

の、やはり仕組みづくりがまだ足りていないというふうに思います。そして、先ほ

どらい紹介しましたように、やはり働く場所があれば、やはり地方で働きたい。そ

して、邑南町で生まれ育ち、日本一の子育て村で育った子供さんたちが成長して、

社会で羽ばたいて、そして、なかなか邑南町で羽ばたきたくても、なかなか自分の

思いにかなう職場がないということが、今人口減少に非常に大きな課題となってい

るんではなかろうかと、思うわけでございます。したがいまして、やはりすべての

方のニーズにこたえることができませんが、今一度、邑南町も仕事場、働き場所を

しっかり誘致する、このようなことも大切なことだというふうに、私は思います。

今、広島と広域都市圏に向けて加入されたわけですが、やはり、いろんなルートや

パイプを使ってですね、山陽側の仕事をこの邑南町に持ってくる。このぐらいの気

持ちで、やはり広域圏に参加加入する。そういうメリットもあってもいいじゃない

かと、いうふうに私は思うわけですが、今、やはり移住定住に向けての環境づくり

や、そして働き場所の受け皿づくり、このことをしっかりと、やはり初めからでき

ないでなしに、積極的に挑戦してみるということが、私は大切なことだろうという

ふうに考えるわけですが、以上、申し上げました点について、どのような思いでご

ざいましょうか、お聞かせください。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。
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●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 定住移住者の多様なニーズに対応した、環境

と受け皿づくりについての、御質問ということです。移住を希望される方というの

は、子育てや住まい、仕事など様々なニーズがあります。これまでにも子育て村構

想に基づいて、子育て世代をターゲットにした、いろんな施策をやってきました。

それは、各課で連携してやってきたというところでございまして、先ほどの人口の

ところで申し上げましたように、５歳未満児が増えたとかですね、あとは、就学前

の子供さんたちが増えてきたというのは、そういったところだと思っています。ま

た、移住で重要な部分で言いますと、やっぱり住まいだという思います。職場は当

然、議員さんがおっしゃるように必要ですけども、ここに職場があってですね、例

えば、人事異動で邑南町に赴任してきたけども住まいがないというようなことが、

今本当に、今直近で起こっていることでございまして、ここで仕事があるんだけど

も、住まいが邑南町外ということもありますので、地域みらい課としてはですね、

今、住宅に少し目を向けておりまして、移住希望者のニーズに十分こたえる、住宅

のストックがないというのが、課題ということでございまして、町内事業者との官

民協働による民間賃貸住宅建設事業、これは先ほど財務課長が申し上げたように、

来年度もしっかりやっていくということでありますし、空き家の改修、これも行っ

て、それも賃貸物件ですけども、そういったこともやっていくということ。それか

らあとは住宅相談センター、今年度から立ち上げましたけども、空き家をですね、

しっかり紹介をしていってですね、住まいの確保に、これは貢献してるということ

で、非常に今流動性が高まっています。仕事についてもですね、邑南町なら無料職

業紹介所があったりしますので、そういったところの部分での支援をしているとい

うことでございます。さらに言いますと、農業の関係で言いますと、神紅に取り組

むことなど、新たな就農の機会は提供してるというふうに思いますし、先ほど、鍵

本委員さんの時の質問にありますように、地域おこし協力体で入ってきて、その後

邑南町に定着していただくということも、一つの方法かなというふうに思ってまし

て、受け皿づくりのところではやっぱり一番は住まいを確保するということが、非

常に重要かなというふうに、思っているところでございます。

●漆谷議員（漆谷光夫） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、漆谷議員。
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●漆谷議員（漆谷光夫） はい。住まいが大事だということは、私も十分承知し

ております。可能性のあることは、仕事場づくりを、どんどん本町に導入すべきだ

というふうに思います。丸山知事も申されております。この地域に生まれ育って、

そしてこの地域で仕事をして、そしてこの地域で子育てをして、それで仕事と同時

に社会活動もしながら、この町で一生を過ごす。このような環境を整えていきたい

ということを、丸山知事は言っておられます。やはり、本町においても、やはりそ

ういう仕組みづくりいいますか、そういうことをしっかりやっていくことが、定住

に繋がっていくことだと思います。それにはいろんな条件もありますし、何をすれ

ば、そういうことを理解していただいて、この邑南町に人が定住していただくのか

ということも、しっかり一緒になって考えていく必要があるかなというふうに、思

っております。これからも、プロモーションビデオなるものを作成されるようです

が、そのあたりも、しっかり仕事、定住にも繋がるような、そのような邑南町の特

色を満載して、全国に発信していただきたいというふうに思います。やはり、それ

と、ただ情報発信するでなしに、極めてアナログな方法かもわかりませんが、いろ

いろところへ足を運んで、やはり、定住者をこの町に呼び込んでくる、このような

ことも、私は大事なことかなあというふうに思っております。それでは、次の５項

目目に入ります。今、国が推進する、デジタル田園都市国家構想。これは、岸田内

閣の看板施策であります。これまでも地方創生に対して、様々な取り組みが行われ

てきたのは、皆さんも御承知のとおりかと思いますが、新たに、デジタル社会に向

けて岸田内閣は、こういう一つの構想を今年度出されたわけであります。間違って

いれば申し上げませんが、５兆７，０００億ぐらいの予算計上がされているのかな

というふうに、思います。本町においても、しっかりとこういうデジタル構想、デ

ジタルをテコにやはり人口減少に歯止めをかける。このような施策をしっかりと検

討しながら、国の進めるこのデジタル田園都市国家構想に、のっていく必要がある

んではなかろうかと思うわけですが、この構想について、本町はどのようなお考え

なのか。また、この構想についてどのように活用していかれるのか、この点につい

てお聞きいたします。

○柳川情報みらい創造課長（柳川修司） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、柳川情報みらい創造課長。
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○柳川情報みらい創造課長（柳川修司） デジタル田園都市国家構想を活用した

インフラ整備により、人口減少問題に対応することが可能ではないかとの、御質問

かと思います。デジタル田園都市国家構想は、先ほど議員も御質問の中にありまし

たように、２０２１年に岸田内閣総理大臣のもとで発表されたもので、これも議員

御指摘のとおり、予算規模は５．７兆円というふうに我々も承知しております。発

表されたものでございます。これはデジタル実装を通じて、地方が抱える課題を解

決し、誰一人取り残されず、すべての人がデジタル化のメリットを享受できる、心

豊かな暮らしを実現するという構想であります。デジタルの力を全面的に活用し、

地域の個性と豊かさをいかしつつ、都市部に負けない生産性、利便性も兼ね備え、

心豊かな暮らしと、持続可能な環境、社会、経済を実現を目指すとしております。

デジタル田園都市の実現を支えるデジタルインフラは、国が主導し民間活力も活用

しつつ、最先端のデジタルインフラを、日本全国に整備することでございます。デ

ジタルインフラでは、５Ｇ、これは第５世代移動通信システムでございますが、こ

れを２０２３年までに、人口カバー率を９割まで引き上げる予定と、されておりま

す。その他、データセンターなどのデジタルインフラは、東京圏に過半が現在集中

しており、十数か所の地方データセンター拠点を、５年程度で整備すること。ま

た、デジタル田園都市スーパーハイウェイとして、今後３年程度で日本海側を周回

する海底ケーブルを、完成させる計画とのことです。さらに、デジタル田園都市の

実装にあたっては、先進的なサービスの開発、実装から展開し徐々にその充実を図

ることとなり、具体的には、羽須美地域におけるデマンド交通にも活用されている

ＭａａＳや防災、スマート農業、行政のデジタルトランスフォーメーションなど、

それぞれの地域の実情に合わせ、デジタルの効果を実感できる分野から、官民連携

してサービスの構築を進めることとなります。また、マイナポータル、統合ＩＤ基

盤、ガバメントクラウドなどの共通に必要となる、デジタル基盤を地域の自主性の

みに任せず、国が積極的に整備していくものです。このようにデジタル田園都市国

家構想は、非常に、高度かつ複雑なスキームでの計画づくりとなっております。ま

た、５Ｇ、先ほど申し上げました第５世代の通信システムでございますが、５Ｇな

どの民間事業者によるインフラ整備に関しましても、整備目標となる人口カバー率

に、本町のような中山間地域に位置する、小規模な団体が包含される保証はありま

せん。これらの理由により、デジタル田園都市国家構想に、現時点で取り組むこと

は難しいのではないかと、考えております。しかしながら、デジタル化による住民

の方の利便性の向上は、人口減少問題解決への対策として、必要不可欠であると考

えております。令和４年度予算案において、約７００万円のＤＸ推進費を計上させ
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ていただいております。このＤＸ推進費により、まずは、住民の皆さんの身近なと

ころから、デジタル技術を活用した利便性の向上を図り、便利で住みやすいまちづ

くりの足がかりとしていきたい、というふうに考えております。以上です。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） デジタル田園都市国家構想についての、町の

考え方ということでございますので、地域みらい課からも申し上げたいというふう

に思います。この国家構想は、国としての成長戦略の最も重要な柱でありまして、

地方の豊かさをそのままに、利便性と魅力を備えた、新たな地方像を提示するもの

とされています。国としては産官学の連携のもと、仕事、交通、教育、医療を初め

とする、地方が抱える課題をデジタル実装を通じて解決し、誰一人取り残されず、

すべての人がデジタル化のメリットを享受できる、心豊かな暮らしを実現すること

を目的においておられます。地方がデジタルの力を有効に活用するためには、地方

の個性やニーズを積極的にいかしたデジタル実装を進め、実情に即した多様なサー

ビスを展開することが、必要と思うところでございます。邑南町における、デジタ

ル化による地域課題の解決の事例としましては、すでに、教育機会の充実をさせる

取り組みが一つございます。矢上高校の東大ネットアカデミーでは、東京の塾と高

校をテレビ会議システムでつないで、遠隔双方向をライブ授業を行っています。こ

れは、補習授業でありますけどやっております。こうした、地域にとって実情に即

した取り組みから始めるべきというふうに、考えております。

●漆谷議員（漆谷光夫） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、漆谷議員。

●漆谷議員（漆谷光夫） この構想のに対する、考え方はわかりました。私は、

このデジタル田園都市国家構想、これを定住にというふうな結びつけ方をしたかっ

た訳ですが、残念ながらそういう方向には、いきませんでしたので、私の方から、

あえて申し上げます。私が申し上げたいのは、やはりこのような大容量の、やっぱ

り高速通信網を利用して、テレワークやサテライトオフィスの、やっぱり設置をど
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んどん進めていくことが、定住に繋がるんではなかろうかというふうなことを、私

は期待しておるわけです、この構想に対してですね、ちょっと、サテライトオフィ

スの全国の設置状況、参考までに申し上げたいと思います。まず一番は、北海道８

６あります。そして、有名な神山町、あるいは美波町ですか、がございます徳島

県、これが２番で７７設置されています。続いて、新潟県５７、宮城５２、長野県

５１。私も意外だったわけですが、島根県がどうどうの６番目５０か所あるそうで

す。やはり、こうして見ると、新幹線が通っているとか交通の利便がどうかでなし

に、やはり、その自治体の、サテライトを持ち込むんだという、しっかりとした理

念や計画をもってすれば、やはり、別に首都圏近郊の県でなくても、島根県のとこ

ろでも、どんどんそういうサテライトオフィスとか、どんどん呼び込んでこられる

んじゃなかろうかと、このように思うわけでございます。したがいまして、これか

らは、デジタル社会に向けて、デジタルによってこの町に新しい風を吹き込む、こ

のようなことをしっかり考えていく、必要があろうかと思います。先ほど来申し上

げられたことも、非常に大切なことですが、定住移住に関して言えば、こういう使

い方もあるんだよ。やっぱりこういうことで、一つのきっかけができ、サテライト

オフィスができることによって、それに関連した産業もどんどんこの町に呼び込ん

でくることができる。そして、新しい職場もできる。人口が増える。このような循

環を考えていくことが、私は必要なことだと思います。初めからだめということで

なしに、やはり、今日のキーワードは挑戦するということが、非常に私は大事なこ

とかなというふうに、思っております。これは、私の一方的な考えでございますの

で、今後の一つの参考にいただければ、ありがたいというふうに思います。そこで

最後の問題でございます。やはり人口減少対策というのは、本当に大きな目標であ

りまして、１課だけで、ある部署だけで解決する問題ではございません。人口問題

を解決するためには、各課それぞれ、必ず関わりがあります。したがいまして、私

が申し上げたいのは、一つの目標に向かって、各課がこの目標を達成するためには

何を今すべきか、何が必要なのかということを、しっかりとそれぞれの各課で検討

されたり、自分ができる課は何であろうかということを、しっかり他の課とも連携

取りながら進めていくことが、私は非常に大事なことだというふうに思います。い

わゆる横断的、仕事のあり方、目標に向かっての進み方であります。この点につい

て、私は１２月議会でマンダラチャートのことを申し上げましたが、やはり、大き

な目標を達成するためには、やはり、個々の目標をしっかりと達成していく。その

結果として、トータル的に人口問題を解決していく。このことが、私は大切なこと

ではなかろうかというふうに、思いますのでどういう形であれ、一つの目標達成を
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するための、各課の連携としっかりとした施策に対する目標を定めて、各課連携し

ていくことが大事なというふうに思いますので、この点についてどのようにお考え

なのか、お聞かせください。

○田村地域みらい課長（田村哲） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、田村地域みらい課長。

○田村地域みらい課長（田村哲） 人口対策を最重要課題と位置付けた体制づく

り、ということでございます。邑南町まち・ひと・しごと創生総合戦略にもござい

ますように、人口減少対策に取り組むことは、最重要課題であるということに関し

ては、すべての部署が認識をしているというふうに、思っております。先ほど、人

口減少がもたらす悪影響のところでも申し上げましたが、非常に多岐にわたります

影響については、全庁あげての取り組みが必要であるということは、これは明らか

であります。例をあげますと、将来訪れるであろう可能性がある、住民組織の担い

手不足や地域コミュニティの機能低下に対して、今年度からですね、複数課が連携

して地域コミュニティのあり方研究会を立ち上げて、議論をしてきたところでござ

います。来年度は、それの検討委員会という形で住民も入っていただいてですね、

議論を進めていきたいというふうに、考えております。その他にもですね、人口減

少の切り口として期待はされてますが、関係人口というところですね、そういった

ところもキーワードとしながら、関係各課で連携しながら、取り組む必要があると

いうふうに考えております。いずれにしましても、人口減少対策は、単独の課で取

り組むべき課題ではないということは明らかでありますので、これからも全庁をあ

げて、人口減少下における持続可能なまちづくりを検討してまいりたいというふう

に、考えております。

●漆谷議員（漆谷光夫） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、漆谷議員。

●漆谷議員（漆谷光夫） 私が申し上げることを理解していただいて、検討でな

く実践に移していただきたいというふうに、思います。以上、私の用意しました６

点の問題については終わりました。ここで町長に、最後に、この人口減少対策につ
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いて町長はどのようなご所見をお持ちなのか。また、これからどういう考えで、人

口対策に臨んでいかれるのか。この点について、町長の思いを、お聞かせいただい

たらというふうに思います。

○石橋町長（石橋良治） 議長、番外。

●石橋議長（石橋純二） はい、石橋町長。

○石橋町長（石橋良治） 人口減少ということは、日本全体そして島根県全体、

全国の課題であります。これをどう食い止めるかというのは、当然大きなテーマだ

と思いますが、人口が減少するから、何が問題なのかということを、やっぱりよく

考えてみる必要があるんだろうと思います。漆谷議員も、どういう悪影響を及ぼす

かという御質問いただいたので、一般論としてはお答えしてると思いますけど、課

長が答弁しておったように、やはり、わが町としては、人口が減少することによっ

て、地域のコミュニティが崩れてしまう。ここが一番問題ではないのかなというふ

うに、思っております。今年度も、持続可能なまちづくりということをテーマに掲

げておりますが、まさにそのことを私は言いたいわけでして、人口減少化の中で、

邑南町としての持続可能なまちづくりは何なのかということを、やはり、各課それ

ぞれ予算化をしているということにはなりますけども、住民の方々には、いまいち

そのへんが、体系としてよくわからないと、いうこともあるんではないかと思いま

す。したがって、やってることを各課横断という言葉も出ましたけども、一度各課

のやってる人口対策について、体系図として体系化をまとめてみる必要があるんじ

ゃないかなと、そこからやはり、全体の姿の中で、何をやっていけばいいのかって

いうことを、議論していく必要があるんじゃないかというふうに、私は思ってるわ

けであります。広島広域都市圏の話もありました。広島県もどんどん人口減少にな

ってます。邑南町もそうであります。その中でお互いに議論をしながら、この中山

間地域も含めて、どうやって地域を維持し持続可能なまちづくりにするかというの

は、一つの大きなテーマになるんじゃないかなというふうに思ってます。その中で

どうしても国でやっていただけなければならないのは、基本的なインフラ整備だろ

うというふうに思います。浜田道の４車線化ということも実現する運びになりまし

たけれども、あわせて議員が御指摘いただいた、デジタル田園都市国家構想。これ

は、やはり国の責任において、東京に住んでいようとこうした田舎に住んでいよう

と、等しく享受するということが大前提でなければならないわけであります。議員
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がいみじくも、北海道や徳島県の話をされました。特に、徳島県なんかは率先して

県がこのデジタルのハイウェイについて、もうだいぶ前から取り組んでいらっしゃ

る。そのことで実際に、町も市も効果が上がってるということも事実だろうと思い

ます。その点、島根県も遅れている。しかし、じゃあこれ、島根県単独でそうした

ものを整備するかということについては、大変財政的に厳しい。この問題、島根県

だけではなくて、政府がようやく腰を上げていただいた、このデジタル田園都市国

家構想、いわゆる５Ｇといわれるものを早くですね、国の責任においてやっていた

だかないと、ますます格差がついていくんではないかなというふうに、感じてる次

第であります。特に、この情報の問題は、こうした中山間地域にはなかなか民間の

投資が少ない、できないっていう、採算性に合わないという、そういうハンデを背

負ってるわけです。おそらく想像するに、島根県でも何番目ということをおっしゃ

いましたけど、やはり東西格差がここに、島根県の中でもあるというのは、容易に

想像がつきます。中海圏域あたりは、かなり民間投資をされてるんじゃないかと。

そういう格差をいかに是正していくかっていうのは、国の責任としてやっていただ

きたいなと。そこで、同じ土俵に立って、この持続可能なまちづくりっていうもの

を、議論していかないといけないというふうには、感じております。今年度は、特

に、やはり住まいということを重点に、予算を考えておりますけれども、今どこに

働きに行こうと、それはやはりご本人のある意味では自由でありますけども、邑南

町に住むっていうことが大事、邑南町の豊かな自然の中で住んで、教育を受けて、

そしてそれは県を越えて働きに行く方もいらっしゃるかもしれません。だけどやは

り、いわゆる生活の質これを邑南町では上げていくことが、当面の定住対策になる

んじゃないかなと、こういうふうに思っておりますので、またよろしくお願いいた

します。

●漆谷議員（漆谷光夫） はい、議長。

●石橋議長（石橋純二） はい、漆谷議員。

●漆谷議員（漆谷光夫） 人口問題は待ったなしの課題でありますし、誰一人取

り残さない、持続可能なまちを目指していく上でも、大切な大切な課題でございま

すので、私も皆さんと力を合わせて、しっかり頑張っていくことをお約束いたしま

して、本日の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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●石橋議長（石橋純二） 以上で、漆谷議員の一般質問は終了いたしました。

～～～～～～～～○～～～～～～～～

（ 散会宣告 ）

●石橋議長（石橋純二） 本日は、これにて散会といたします。御苦労さまでし

た。

―― 午後 ３時 14分 散会 ――


